
答申第 887 号 

諮問第 1542 号 

件名：署示等の開示決定等に関する件 

答     申 

１ 審査会の結論 

愛知県警察本部長（以下「処分庁」という。）が、「平成 28 年中に稲沢警

察署で開催された招集行事で配布された文書及び教養された内容がわかるも

の。（請求日現在 稲沢警察署警務課で保管するもの）」の開示請求に対し、

別記１及び別記２に掲げる行政文書（以下「本件行政文書」という。）を特

定して開示及び一部開示としたことは妥当である。 

２ 審査請求の内容 

(1) 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、審査請求人が平成 29 年 5 月 19 日付けで愛知県

情報公開条例（平成 12 年愛知県条例第 19 号。以下「条例」という。）に

基づき行った開示請求に対し、処分庁が同年 9 月 15 日付けで行った開示

決定及び一部開示決定の取消しを求めるというものである。 

(2) 審査請求の理由 

  審査請求人の審査請求書における主張は、おおむね次のとおりである。 

ア 私は、窓口担当者の職員 A に対し、我が家の関係で、稲沢警察署がど

のような再発防止策を行ったのか、それがわかる書類の開示を求めた。 

その文書が無いので、開示を求める。 

イ 経緯等 

(ｱ) 私は、平成 29 年 5 月 19 日稲沢警察署を訪問し、「課常会に関する

資料」について、行政文書開示請求書（以下「開示請求書」とい

う。）を提出した。 

(ｲ) その後、職員 A から電話があり、表題の文書は、「不存在である」。

あなたが、窓口で請求していた内容は、存在したが、行政文書名が異

なるので、行政文書名を変更した開示請求書を郵送する。 

(ｳ) それなのに、再発防止策が記載された文書が開示されないのは、お

かしい。 

３ 処分庁の主張要旨 

処分庁の弁明書における主張は、おおむね次のとおりである。 

(1) 弁明の趣旨 
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本件審査請求を棄却する、との裁決を求める。 

(2) 審査請求の理由に対する認否 

審査請求人が、平成 29 年 5 月 19 日、愛知県稲沢警察署（以下「稲沢

署」という。）において処分庁に開示請求書を提出したこと、修正した開

示請求書を審査請求人に送付したことは認める。 

(3) 本件処分の内容及び理由 

ア 事実経過 

 (ｱ) 開示請求書の提出 

   審査請求人は平成 29 年 5 月 19 日、稲沢署情報公開窓口に訪れ、開

示請求書を提出し、その内容は「課常会に関する資料。なお、稲沢警

察署の平成 28 年中のものに限る。」とするものであった。 

 (ｲ) 請求内容に対する判断及び受理 

   審査請求人が提出した開示請求書の内容から、情報公開事務を担当

する稲沢署警務課住民サービス係員（以下「住民サービス係員」とい

う。）は、審査請求人が平成 28 年中に稲沢署で行われた課常会に係る

資料を求めているものと判断した。 

審査請求人は開示請求書を提出した際、課常会において署員に対し

て、交通事故に関する教養をしたのかしていないのか知りたいため課

常会に関する資料を請求したい旨を申し立てた。住民サービス係員は

審査請求人に対し、稲沢署では課常会を開催していないこと等を説明

したものの、審査請求人は課常会に関する資料を求めることを内容と

する開示請求書をそのまま提出し、同署を離れた。 

住民サービス係員は、審査請求人が提出した開示請求書の内容では

文書不存在となることが明らかであり、また、課常会ではなく招集行

事であれば稲沢署で開催されており、かつ、招集行事は署員に対する

教養の場であることから、同日、審査請求人に電話し、上述の旨を説

明するとともに、請求内容について、「平成 28 年中に稲沢警察署で開

催された招集行事で配布された文書及び教養された内容が分かるもの。

（請求日現在、稲沢警察署警務課で保管するもの）」に修正してよい

か確認したところ、審査請求人から了承する旨の回答を得た。 

したがって、住民サービス係員は、開示請求書を上述のとおり修正

して受理し、受付印を押印した上で、修正した開示請求書の写しを審

査請求人に郵送した。 

 (ｳ) 本件開示請求に係る対象文書の調査 

   稲沢署は本件開示請求を受けて調査した結果、計 117 件 626 枚を、

本件開示請求の対象となる行政文書として特定した。 

 (ｴ) 決定期間の延長 

  上述のとおり本件開示請求の対象となる文書は 626 枚と大量である
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ことから、処分庁は、開示請求があった日から起算して 45 日以内に

その全てを開示決定等することは、事務の遂行に著しい支障を及ぼす

おそれがあるため、条例第 13 条に規定する開示決定等の期限の特例

に該当すると判断し、平成 29 年 6 月 2 日、審査請求人に対し本件開

示請求に係る行政文書のうち相当の部分につき開示決定等をする期間

を同月 30 日までとし、残りの行政文書について開示決定等する期限

を同年 9月 15 日までとする決定期間特例通知書を送付した。 

(ｵ) 開示決定等 

 処分庁は、「教養ノート（1 月 28・29 日のもので、署示、署長訓示

及び副署長指示の部分）」について、平成 29 年 6 月 30 日までに開示

決定等する期限として事務手続きを進めた結果、その行政文書には不

開示情報が存在しなかったことから、同日付けで行政文書開示決定を

行った。 

 また、開示決定等する期限を平成 29 年 9 月 15 日までとする別記１

及び別記２に掲げる文書のうち、別記１に掲げる文書については不開

示情報が存在しなかったことから、同日付けで行政文書開示決定を行

い、別記２に掲げる文書については、条例第 7 条第 2 号、第 4 号及び

第 6 号に規定する不開示情報のいずれかに該当する部分があったこと

から、同じく同日付けで行政文書一部開示決定を行った。 

 以上の経過から、本件審査請求の対象となる行政文書は、平成 29

年 9 月 15 日付けで行った行政文書開示決定及び行政文書一部開示決

定に係る本件行政文書である。 

 (ｶ) 審査請求 

  審査請求人は、平成 29 年 9 月 25 日付けで行政文書開示決定及び行

政文書一部開示決定に対する審査請求を行った。 

(4) 課常会と招集行事について 

ア 課常会 

  課常会とは、警察本部の一部の所属において、定期的（開催日等は所

属により様々）に所属職員を招集し、幹部が同職員に対して連絡等すべ

き事項を口頭により指示・伝達する行事であり、あくまで、警察本部所

属で行われている行事であることから、稲沢署をはじめとして各警察署

では課常会と称する行事は行われていない。 

イ 招集行事 

  招集行事とは、愛知県警察処務規程第 17 条において、署長は毎月、

署員を招集し、警察執行務の指針その他必要な事項を指示・伝達し、職

務に関し必要な教養訓練を実施しなければならない旨を規定しており、

稲沢署はもとより、各警察署においては上述の規定に基づき、毎月招集

行事を行っている。 
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(5) 対象文書について 

ア 署示 

  署示とは、愛知県警察行政文書管理規程第 4 条第 5 号に規定する行政

文書の種類の一つであり、その内容は、署長が警察署の職務運営の基本

的事項及び方針その他の細目的事項について部下職員を指揮命令するも

のとしている。 

各警察署では、署長が署員に指揮命令等すべき内容（具体的には各課

長が署員に指示）を署示として発出しており、稲沢署においても同様に

署示を発出して、署長が署員に対して職務運営の基本的事項等を指揮命

令しているものである。また、稲沢署では作成された署示を警務課で保

管していることから、警務課に保管されている署示を本件開示請求にお

ける「稲沢警察署で開催された招集行事で配布された文書」として特定

した。 

イ 招集行事への出席・欠席の状況をまとめた署員の名簿 

  招集行事については 2 日又は 3 日に分けて行うことができ、稲沢署で

は招集行事を 2 日に分けて行っており、その出欠状況については警務課

において「招集」と題する名簿（以下「出欠名簿」という。）にまとめ

ている。 

出欠名簿は、招集行事における教養の実施状況を明らかにするもので

あることから、警務課で保管されている出欠名簿を本件開示請求におけ

る「教養された内容が分かるもの」として特定した。 

ウ 教養ノート 

  招集行事は、各警察署において署長訓示のほか、副署長指示、各課長

等による具体的な業務指示等がなされており、稲沢署においてもほぼ同

様の内容で進められている。その中で、招集行事において、署長訓示を

はじめとして、副署長、各課長等から指示・伝達された内容については、

警務課が「教養ノート」と題する文書にまとめ、保管している。 

招集行事は全署員の出席を原則としているが、入校、出張、休暇等に

よりやむを得ず欠席する署員については、招集行事において指示・伝達

等された内容の補充教養を必ず受けることとなる。 

稲沢署では、上述のとおり、指示・伝達内容を「教養ノート」と題す

る文書にまとめており、招集行事を欠席した署員は「教養ノート」によ

り補充教養を受けている。そして、欠席した署員は補充教養を受けた内

容について、自筆により「教養ノート」を作成して、原本を作成者保管

とし、その写しを警務課に提出することになっている（以下、自筆によ

り作成した教養ノートを「教養ノート（欠席者分）」という。）。 

したがって、警務課に保管されている教養ノート及び教養ノート（欠

席者分）を本件開示請求における「教養された内容が分かるもの」とし
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て特定した。 

エ 平成 28 年中の稲沢署での招集行事について 

  稲沢署での平成 28 年中における招集行事について、1 月から 11 月ま

での各月は上述したとおり 2 日間に分けて行っている。12 月については、

28 日に「仕事納め式」として、署長が署員を招集し、1 年間の業務総括、

かつ、翌年に向けての抱負などを訓示しており、この仕事納め式を招集

行事に代えて行っていることから、12 月に係る対象文書は存在しない。 

(6) 本件処分の正当性 

ア 審査請求人は、審査請求書において、「我が家の関係で、稲沢警察署

がどのような再発防止策を行ったのか、それがわかる書類の開示を求め

た。その文書が無いので、開示を求める。」等と主張している。 

  しかしながら、前記(3)アで主張したとおり、審査請求人が提出した

開示請求書の内容は「課常会に関する資料。なお、稲沢警察署の平成 28

年中のものに限る。」とするものであった。警察署では課常会は開催さ

れておらず、この請求内容では、そもそも文書不存在となること、さら

には、審査請求人は開示請求書を提出する際、課常会において交通事故

に関する教養をしたのか、あるいは、していないのかを知りたいとの意

向を示したことから、住民サービス係員は、審査請求人の意向を踏まえ

るとともに、署員に対する指示・伝達・教養の場として招集行事を開催

していることから、審査請求人に対して、「平成 28 年中に稲沢警察署で

開催された招集行事で配布された文書及び教養された内容がわかるも

の。」として補正を求め、審査請求人はこの求めに応じ補正内容を了承

したものである。 

  したがって、稲沢署においては、上述のとおり、審査請求人の請求内

容から本件行政文書を特定し、審査請求人に全て開示及び一部開示決定

したものであるから、本件開示請求に係るこれ以外の行政文書は存在し

ない。 

イ 審査請求人は、審査請求書において、住民サービス係員が、「表題の

文書は、「不存在である。」及び「あなたが、窓口で請求していた内容は、

存在した」と発言した旨主張している。 

  しかしながら、本件における住民サービス係員の対応は上述したとお

りであり、審査請求人が審査請求書で主張するような趣旨の発言のない

ことは明白であることは明らかである。 

ウ 審査請求人は、審査請求書において、「再発防止策が記載された文書

が開示されないのは、おかしい」と主張しているが、前記アのとおり、

本件開示請求に関して、開示されていない文書は存在しない。 

エ 結語 

  したがって、審査請求人の主張は失当であることは明らかであること
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から、本件審査請求は棄却されるべきである。 

４ 審査会の判断 

(1) 判断に当たっての基本的考え方 

条例は、第 1 条に規定されているとおり、行政文書の開示を請求する権

利を保障し、実施機関の管理する情報の一層の公開を図り、もって県の有

するその諸活動を県民に説明する責務が全うされ、公正で民主的な県政の

推進に資することを目的として制定されたものであり、原則開示の理念の

もとに解釈及び運用されなければならない。 

そして、この目的を達成するためには、開示請求の対象となる行政文書

が適切に特定されることが前提となる。 

当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることの

ないよう、処分庁及び審査請求人のそれぞれの主張から、本件開示請求に

係る文書の特定について、以下判断するものである。 

(2) 本件行政文書の特定について 

 ア 本件開示請求について 

審査請求人は、我が家の関係で稲沢署がどのような再発防止策を行っ

たのかが分かる書類の開示を求めたところ、窓口担当の職員が存在する

行政文書名に開示請求書の記載を変更するとの連絡をしてきたにもかか

わらず、開示されないのはおかしい旨主張している。 

一方、処分庁によれば、提出された開示請求書の内容は「課常会に関

する資料。なお、稲沢警察署の平成 28 年中のものに限る。」であったが、

窓口担当の住民サービス係員が、警察署では課常会は開催されておらず、

招集行事であれば署員に対する教養の場として稲沢署で開催されている

ことから、審査請求人の了承の上、請求内容の記載を「平成 28 年中に

稲沢警察署で開催された招集行事で配布された文書及び教養された内容

が分かるもの。（請求日現在、稲沢警察署警務課で保管するもの）」に修

正した開示請求書の写しを審査請求人に郵送したとのことである。また、

審査請求人は、「窓口担当の住民サービス係員が、請求内容は存在した

と発言した」旨主張するものの、処分庁は、「そのような趣旨の発言の

ないことは明白である」としている。 

住民サービス係員の発言内容については、当審査会においては判然と

しないが、その発言内容にかかわらず、処分庁は住民サービス係員が修

正した開示請求書の写しを審査請求人に郵送し、審査請求人はその修正

内容について異論を唱えていない。 

また、課常会は警察本部の一部の所属で行われている行事であり、警

察署においては、課常会は行われていないが、同様に職員を招集する行

事として招集行事があり、招集行事において職務に関し必要な教養訓練
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を実施していることからすると、住民サービス係員が開示請求者に確認

した上で請求内容を修正したとする処分庁の説明に、特段不自然な点が

あるとは認められない。 

以上のことからすると、本件開示請求は、修正された開示請求書に記

載のとおりであると判断せざるを得ず、稲沢署警務課が管理する文書の

うち、平成 28 年に稲沢署で開催された招集行事において配布された文

書及び教養された内容が分かるものを求めるものであると解される。 

イ 本件行政文書について 

本件行政文書は、署示、出欠名簿並びに教養ノート及び教養ノート

（欠席者分）に分類することができ、処分庁から提出された本件行政文

書を見分したところ、それらの内容は、次のとおりであると認められる。 

(ｱ) 署示 

  署長が警察署の職務運営の基本的事項及び方針その他の細目的事項

について署員に対して行った指揮命令の内容が記載されている。 

(ｲ) 出欠名簿 

  毎月の招集行事における各署員の出欠状況が一覧にまとめられてい

る。 

(ｳ) 教養ノート 

  招集行事において示された署示に係る番号及び件名並びに署長訓示

及び副署長指示の具体的内容のほか、各課長がその招集行事において

実施した教養内容がまとめられている。 

(ｴ) 教養ノート（欠席者分） 

  招集行事を欠席した署員が署示に係る番号及び件名が印字された教

養ノートと同じ様式の用紙に署長訓示、副署長指示及び各課長からの

教養内容について自筆により教養ノートと同様な内容を記載したもの

である。 

そして、本件行政文書のうち、署示は 44 件、出欠名簿は 1 月から 11

月までの招集行事についてのものをまとめて 1 件、教養ノートは 1 月か

ら 11 月までの各月のもので 11 件、教養ノート（欠席者分）は 61 件であ

り、合計 117 件の文書が特定されている。なお、当審査会において処分

庁から説明を聴取したところ、12 月については、招集行事に代えて「仕

事納め式」を行っているが、「仕事納め式」においては、署示は配布され

ておらず、出欠状況をまとめた名簿や教養ノート等を作成していないと

のことである。 

ウ 本件行政文書の特定について 

(ｱ) 署示について 

当審査会において処分庁から説明を聴取したところ、稲沢署では、

招集行事において署示を配布し、各課長が署示の内容を署員に指示し
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ているとのことである。そして、処分庁によれば、稲沢署では作成さ

れた署示を警務課で保管していることから、警務課に保管されている

署示を本件開示請求における「稲沢警察署で開催された招集行事で配

布された文書」として特定したとのことである。 

(ｲ) 出欠名簿並びに教養ノート及び教養ノート（欠席者分）について 

当審査会において処分庁から説明を聴取したところ、出欠名簿は、

招集行事における教養をどの署員に対して行ったかという実施状況を

明らかにするものであるとのことである。そして、処分庁によれば、

稲沢署では、警務課において出欠名簿及び教養ノートをまとめており、

教養ノート（欠席者分）の原本は作成者保管であるが、その写しは警

務課に提出することになっており、警務課で保管されている出欠名簿

並びに教養ノート及び教養ノート（欠席者分）を本件開示請求におけ

る「教養された内容が分かるもの」として特定したとのことである。 

(ｳ) 当審査会において処分庁に確認したところ、署示以外に招集行事に

おいて配布された資料はないとのことである。なお、本件行政文書の

署示において署示に係る番号が連続していないものがあるが、当審査

会が事務局職員をして処分庁に確認させたところ、一部の署示は招集

行事において配布されていないとのことである。 

(ｴ) 以上のことからすれば、請求内容から本件行政文書を特定し、審査

請求人に全て開示及び一部開示決定しており、本件開示請求に係るこ

れ以外の行政文書は存在しないとする処分庁の説明に、特段不自然、

不合理な点があるとは認められない。また、他に特定すべき文書の存

在を推認させる事情もうかがわれない。 

(3) まとめ 

以上により、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
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別記１（平成 29 年 9 月 15 日付け開示決定） 

・ 署示（第 3号で件名が「2月中の強調業務」のもの）  

・ 署示（第 4 号で件名が「平成 28 年稲沢警察署重点犯罪の選定及び数値

目標の設定」のもの）  

・ 署示（第 8号で件名が「交通死亡事故抑止月間の実施」のもの）  

・ 署示（第 9号で件名が「3月中の強調業務」のもの）  

・ 署示（第 10 号で件名が「人事異動期における厳正な規律の保持と各種

事故の防止」のもの）  

・ 署示（第 11 号で本文が「愛知県稲沢警察署員の勤務時間等の割振りに

関する要領（平成 27 年署示第 41 号）の一部を次のように改正する。」の

もの） 

・ 署示（第 12 号で件名が「4月中の強調業務」のもの）  

・ 署示（第 14 号で件名が「春の安全なまちづくり県民運動の実施」のも

の）  

・ 署示（第 15 号で件名が「春の全国交通安全運動と連携した交通事故抑

止活動の強化」のもの）  

・ 署示（第 17 号で件名が「5月中の強調業務」のもの）  

・ 署示（第 18 号で件名が「伊勢志摩サミット警備に伴う厳正な規律の保

持と各種事故の防止」のもの）  

・ 署示（第 19 号で件名が「6月中の強調業務」のもの）  

・ 署示（第 22 号で件名が「7月中の強調業務」のもの）  

・ 署示（第 23 号で件名が「第 24 回参議院議員通常選挙における規律の保

持」のもの）  

・ 署示（第 25 号で件名が「夏の交通安全県民運動の実施」のもの）  

・ 署示（第 26 号で件名が「梅雨期及び台風期における災害警備体制の強

化」のもの）  

・ 署示（第 27 号で件名が「8月中の強調業務」のもの）  

・ 署示（第 28 号で件名が「ワークライフバランス推進月間の実施」のも

の） 

・ 署示（第 30 号で件名が「夏の安全なまちづくり県民運動の実施」のも

の）  

・ 署示（第 31 号で件名が「交通安全施設の一斉点検月間の実施」のも

の）  

・ 署示（第 32 号で件名が「9月中の強調業務」のもの）  

・ 署示（第 34 号で件名が「交通死亡事故抑止月間の実施」のもの）  

・ 署示（第 36 号で件名が「10 月中の強調業務」のもの）  

・ 署示（第 37 号で件名が「秋の安全なまちづくり県民運動の実施」のも

の）  
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・ 署示（第 40 号で件名が「適正な捜査書類の作成の徹底」のもの）  

・ 署示（第 42 号で件名が「年末に向けた交通死亡事故抑止対策の強化」

のもの）  

・ 署示（第 43 号で件名が「11 月中の強調業務」のもの）  

・ 署示（第 45 号で件名が「12 月中の強調業務」のもの）  

・ 署示（第 46 号で件名が「年末年始における特別警戒の実施」のもの）  

・ 署示（第 48 号で件名が「年末の交通安全県民運動の実施」のもの）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（2 月 25・26 日）のもので稲沢警察署警

務課作成のもの）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（11 月 25・29 日）のもので稲沢警察署

警務課作成のもの） 
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別記２（平成 29 年 9 月 15 日付け一部開示決定） 

・ 署示（第 5号で件名が「窃盗犯捜査活動の強化月間の実施」のもの）  

・ 署示（第 6 号で件名が「犯罪手口資料の作成及び活用強化月間の実施」

のもの）  

・ 署示（第 7 号で件名が「告訴・告発事件捜査活動及び知能犯情報収集活

動の強化月間の実施」のもの）  

・ 署示（第 13 号で件名が「稲沢警察署各種委員会委員等の指定」のも

の）  

・ 署示（第 20 号で件名が「迅速的確な初動警察活動推進月間の実施」の

もの）  

・ 署示（第 21 号で件名が「来日外国人犯罪対策強化月間の実施」のも

の）  

・ 署示（第 24 号で件名が「職務質問の強化月間の実施」のもの）  

・ 署示（第 29 号で件名が「稲沢警察署各種委員会委員等の指定」のも

の）  

・ 署示（第 33 号で件名が「重要知能犯及び特殊詐欺の捜査活動強化月間

の実施」のもの）  

・ 署示（第 38 号で件名が「悪質な風俗関係事犯等取締りの強化」のも

の）  

・ 署示（第 39 号で件名が「窃盗犯及び指名手配、職務質問強化月間の実

施」のもの）  

・ 署示（第 41 号で件名が「弘道会を中心とした暴力団総合対策及び薬

物・拳銃事犯取締強化月間の実施」のもの）  

・ 署示（第 44 号で件名が「狩猟期における猟銃等に係る事件・事故の防

止と指導取締りの強化」のもの）  

・ 署示（第 47 号で件名が「稲沢市長選挙における適正な違反取締り」の

もの）  

・ 「招集」と題する名簿（1 月 28・29 日のもの、2 月 25・26 日のもの、3

月 30・31 日のもの、4 月 27・28 日のもの、5 月 11・12 日のもの、6 月

28・29 日のもの、7 月 27・28 日のもの、8 月 25・26 日のもの、9 月 26・

27 日のもの、10 月 25・26 日のもの、11 月 25 日のもの及び 11 月 29 日の

もの） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（1 月 28・29 日）のものの実施者が警務

課長、会計課長、生安課長、地域課長、刑事課長、交通課長及び警備課長

の教養内容の部分で、稲沢警察署警務課作成のもの） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（3 月 30・31 日）のもので、稲沢警察署

警務課作成のもの）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（4 月 27・28 日）のもので、稲沢警察署
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警務課作成のもの）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（5 月 11・12 日）のもので、稲沢警察署

警務課作成のもの）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（6 月 28・29 日）のもので、稲沢警察署

警務課作成のもの）  

・ 教養ノート（招集時教養（7 月 27・28 日）のもので、稲沢警察署警務課

作成のもの）  

・ 教養ノート（招集時教養（8 月 25・26 日）のもので、稲沢警察署警務課

作成のもの）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（9 月 26・27 日）のもので、稲沢警察署

警務課作成のもの）  

・ 教養ノート（招集時教養（10 月 25・26 日）のもので、稲沢警察署警務

課作成のもの）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（1 月 28・29 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が交通指導取締で階級欄が補の○○○○、係欄が地域課 3 係で

階級欄が巡査長の○○○○、係欄が地域総務で階級欄が長の○○○○及び

係欄が地域総務で階級欄が補の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（1 月 28・29 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が警務で階級欄が長の○○○○、係欄が地域 1 係で階級欄が巡

査長の○○○○、係欄が留 2 で階級欄が査の○○○○、係欄が留置管理で

階級欄が巡査長の○○○○、係欄が留管で階級欄が長の○○○○、係欄が

留置管理で階級欄が長の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（1 月 28・29 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が留置管理で階級欄が巡査部長の○○○○及び係欄が留置管理

で階級欄が巡査の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（1 月 28・29 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が指導取締で階級欄が巡査長の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（1 月 28・29 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が事故捜査係で階級欄が長の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（1 月 28・29 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が保安で階級欄が巡査部長の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（1 月 28・29 日）のものの署示、署長訓

示及び副署長指示の部分で、招集行事欠席者（係欄が地域 1 で階級欄が長

の○○○○）作成のものの写し） " 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（1 月 28・29 日）のものの署示、署長訓

示及び副署長指示の部分で、招集行事欠席者（係欄が警務で階級欄が警察

職員の○○○○）作成のものの写し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（2 月 25・26 日）のもので、招集行事欠
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席者（係欄が地域総務で階級欄が長の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が

巡査の○○○○、係欄が地域 3 係で階級欄が巡査長の○○○○、係欄が地

域 3 係で階級欄が巡査部長の○○○○及び係欄が地域 3 で階級欄が巡査の

○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（2 月 25・26 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が指導取締で階級欄が巡査長の○○○○、係欄が地域総務係で

階級欄が巡査長の○○○○、係欄が地域 1 係で階級欄が査長の○○○○、

係欄が交通課総務係で階級欄が長の○○○○、係欄が交通課事故捜査係で

階級欄が長の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が巡査の○○○○、係欄が

地域課・第 3 係で階級欄が巡査長の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が巡

査部長の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が巡査の○○○○、係欄が地域

3 で階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が警部補の○○

○○、係欄が地域 3 で階級欄が警部補の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄

が警部補の○○○○、係欄が地域 3 係で階級欄が巡査の○○○○、係欄が

地域 3 で階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が査長の○

○○○、係欄が地域 3 で階級欄が巡査長の○○○○、係欄が地域 3 で階級

欄が巡査長の○○○○、係欄が地 3 で階級欄が長の○○○○、係欄が地域

3 で階級欄が巡査長の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が長の○○○○及

び係欄が地域 2 係で階級欄が巡査長の○○○○）作成のものの写し）及び

教養ノート（招集時教養（2 月 25・26 日）のもので、招集行事欠席者（係

欄が住サで階級欄が補の○○○○）作成のものの写し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（2 月 25・26 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が 1 で階級欄が査の○○○○及び係欄が交通課事故捜査係で階

級欄が巡査部長の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（2 月 25・26 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地 1 で階級欄が巡査の○○○○及び係欄が保安で階級欄が巡

査部長の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（2 月 25・26 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が警務で階級欄が警察職員の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（3 月 30・31 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が警務で階級欄が警察職員の○○○○、係欄が強行で階級欄が

査の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が長の○○○○、係欄が少年で階級

欄が査長の○○○○、係欄が地域 2 で階級欄が長の○○○○、係欄が指導

取締で階級欄が巡査長の○○○○及び係欄が刑事総務で階級欄が長の○○

○○）作成のものの写し）及び教養ノート（招集時教養（3 月 30・31 日）

のもので、招集行事欠席者（係欄が生安係で階級欄が長の○○○○）作成

のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（3 月 30・31 日）のもので、招集行事欠
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席者（係欄が生活安全で階級欄が補の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（3 月 30・31 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が生活安全係で階級欄が巡査部長の○○○○）作成のものの写

し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（3 月 30・31 日）のものの署示、署長訓

示及び副署長訓示の部分で、招集行事欠席者（係欄が地 1 で階級欄が巡査

の○○○○、係欄が地域 1 係で階級欄が査長の○○○○、係欄が地域 1 係

で階級欄が査長の○○○○及び係欄が地域 1 で階級欄が巡査の○○○○）

作成のものの写し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（3 月 30・31 日）のものの署示、署長訓

示及び副署長訓示の部分で、招集行事欠席者（係欄が地域 1 で階級欄が警

部補の○○○○、係欄が地域課地域第 1 係で階級欄が補の○○○○、係欄

が地域 1 係で階級欄が巡査の○○○○、係欄が地域 1 で階級欄が長の○○

○○、係欄が地 1 で階級欄が巡査の○○○○、係欄が地域 1 で階級欄が長

の○○○○、係欄が地域第一で階級欄が査の○○○○、係欄が地域一で階

級欄が巡査部長の○○○○、係欄が地域 1 で階級欄が巡査部長の○○○○、

係欄が地 1 で階級欄が長の○○○○、係欄が地域 1 係で階級欄が巡査長の

○○○○及び係欄が地域第 1 で階級欄が巡査部長の○○○○）作成のもの

の写し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（3 月 30・31 日）のものの署示、署長訓

示及び副署長訓示の部分で、招集行事欠席者（係欄が地域 1 係で階級欄が

巡査部長の○○○○）作成のものの写し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（4 月 27・28 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が交通課総務係で階級欄が長の○○○○、係欄が交通指導取締

で階級欄が補の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（4 月 27・28 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が暴力薬物係で階級欄が警部補の○○○○）作成のものの写

し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（4 月 27・28 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が少年で階級欄が査長の○○○○、係欄が交通課総務で階級欄

が巡査の○○○○、係欄が保安で階級欄が長の○○○○、係欄が知能で階

級欄が補の○○○○、係欄が指導取締り係で階級欄が巡査長の○○○○及

び係欄が強行で階級欄が査の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（4 月 27・28 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地域 1係で階級欄が査長の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（4 月 27・28 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が交通総務で階級欄が警部補の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（4 月 27・28 日）のもので、招集行事欠
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席者（係欄が指導取締で階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が交通総務で

階級欄が補の○○○○、係欄が指導取締係で階級欄が巡査の○○○○及び

係欄が指導取締で階級欄が巡査長の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（4 月 27・28 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が事故捜査係で階級欄が警部補の○○○○）作成のものの写

し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（4 月 27・28 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が強行係で階級欄が長の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（4 月 27・28 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が交通課事故捜査係で階級欄が巡査部長の○○○○）作成のも

のの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（4 月 27・28 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が少年で階級欄が補の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（5 月 11・12 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が交通課取締で階級欄が査長の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（5 月 11・12 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が指導取締で階級欄が巡査長の○○○○、係欄が事故捜査係で

階級欄が警部補の○○○○、係欄が交通事故捜査係で階級欄が巡査部長の

○○○○、係欄が交通課事故捜査で階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が

交通事故捜査で階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が指導取締で階級欄が

巡査長の○○○○、係欄が事故捜査係で階級欄が長の○○○○、係欄が指

導取締で階級欄が巡査長の○○○○及び係欄が地域 3 で階級欄が巡査の○

○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集時教養（5 月 11・12 日）のもので、招集行事欠席者

（係欄が警備課で階級欄が警部補の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（5 月 11・12 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地域 3で階級欄が巡査の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（5 月 11・12 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地域課 3 係で階級欄が巡査長の○○○○及び係欄が地域総務

で階級欄が査長の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（5 月 11・12 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が事故捜査係で階級欄が巡査部長の○○○○）作成のものの写

し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（6 月 28・29 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が指導取締で階級欄が巡査長の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（6 月 28・29 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地域 3 で階級欄が巡査の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が

巡査部長の○○○○、係欄が地域 3 係で階級欄が巡査長の○○○○、係欄
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が保安で階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が事故捜査で階級欄が巡査部

長の○○○○、係欄が交通指導取締で階級欄が補の○○○○、係欄が交通

課事故捜査で階級欄が長の○○○○、係欄が交通取締で階級欄が査長の○

○○○、係欄が事故捜査係で階級欄が長の○○○○、係欄が交通で階級欄

が巡査部長の○○○○、係欄が交通総務で階級欄が長の○○○○、係欄が

指導取締で階級欄が巡査長の○○○○、係欄が指導取締で階級欄が巡査長

の○○○○、係欄が地域 1 で階級欄が警部補の○○○○、係欄が地域 1 で

階級欄が警部補の○○○○、係欄が地域第 1 係で階級欄が巡査部長の○○

○○、係欄が地 1 で階級欄が巡査の○○○○、係欄が地域 1 で階級欄が長

の○○○○、係欄が地域 1 係で階級欄が査長の○○○○、係欄が地 1 で階

級欄が巡査部長の○○○○、係欄が地域 1 で階級欄が巡査の○○○○、係

欄が地 1 で階級欄が長の○○○○、係欄が地域 1 で階級欄が巡査の○○○

○、係欄が地 1 で階級欄が長の○○○○、係欄が地域 1 で階級欄が長の○

○○○、係欄が地域 1 で階級欄が査の○○○○、係欄が地 1 で階級欄が巡

査の○○○○、係欄が地域 1 係で階級欄が巡査長の○○○○、係欄が地域

第一で階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が地 1 で階級欄が査長の○○○

○、係欄が地域 1 で階級欄が長の○○○○及び係欄が地域 1 で階級欄が巡

査長の○○○○）作成のものの写し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（6 月 28・29 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地域 1係で階級欄が巡査の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（6 月 28・29 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が交通取締で階級欄が査長の○○○○）作成のものの写し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（7 月 27・28 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地域 3 係で階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が指導取締で

階級欄が巡査長の○○○○及び係欄が地域総務で階級欄が長の○○○○）

作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（7 月 27・28 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が警務で階級欄が警察職員の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄

が巡査の○○○○、係欄が地域 3 係で階級欄が査長の○○○○、係欄が地

域 3 で階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が地域課 3 係で階級欄が巡査長

の○○○○、係欄が地 3 で階級欄が巡査の○○○○、係欄が地域 3 係で階

級欄が巡査部長の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が巡査の○○○○、係

欄が地域で階級欄が警部補の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が警部補の

○○○○、係欄が 3 で階級欄が長の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が巡

査部長の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が

地域 3 で階級欄が査長の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が巡査の○○○

○、係欄が地域 3 で階級欄が巡査の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が長

の○○○○、係欄が地域 3 で階級欄が査長の○○○○、係欄が地総で階級
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欄が査長の○○○○、係欄が地域総務で階級欄が巡査長の○○○○、係欄

が地域総務で階級欄が長の○○○○、係欄が交通課事故捜査係で階級欄が

長の○○○○、係欄が交通課総務で階級欄が巡査長の○○○○、係欄が指

導取締で階級欄が巡査長の○○○○及び係欄が交通取締で階級欄が査長の

○○○○）作成のものの写し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（7 月 27・28 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が交通課事故捜査で階級欄が長の○○○○）作成のものの写

し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（7 月 27・28 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が警務で階級欄が係員の○○○○及び係欄が交通取締で階級欄

が査長の○○○○）作成のものの写し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（7 月 27・28 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が事故捜査で階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が交通総務課

で階級欄が警部補の○○○○及び係欄が交通総務で階級欄が長の○○○

○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（8 月 25・26 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地域総務で階級欄が長の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（8 月 25・26 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地域 2 で階級欄が長の○○○○、係欄が地域 2 で階級欄が巡

査長の○○○○、係欄が地域 2 係で階級欄が巡査の○○○○、係欄が地域

2 係で階級欄が巡査長の○○○○、係欄が地 2 で階級欄が長の○○○○、

係欄が地域 2 で階級欄が巡査の○○○○、係欄が地域 2 で階級欄が長の○

○○○、係欄が地域課地域第 2 係で階級欄が巡査の○○○○、係欄が地域

2 係で階級欄が巡査の○○○○、係欄が地域 1 で階級欄が警部補の○○○

○及び係欄が地域課地域第 1 係で階級欄が巡査の○○○○）作成のものの

写し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（8 月 25・26 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地域 2 で階級欄が警部補の○○○○、係欄が地域第 2 で階級

欄が査長の○○○○、係欄が地域 2 で階級欄が巡査の○○○○、係欄が地

域 2 で階級欄が巡査部長の○○○○及び係欄が強行で階級欄が警部補の○

○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（8 月 25・26 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地域 2 係で階級欄が巡査部長の○○○○）作成のものの写

し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（8 月 25・26 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地 2 で階級欄が査長の○○○○、係欄が 2 で階級欄が長の○

○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（8 月 25・26 日）のもので、招集行事欠
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席者（係欄が地域 2で階級欄が査の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（8 月 25・26 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地域 2で階級欄が巡査長の○○○○）作成のものの写し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（8 月 25・26 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地域総務で階級欄が長の○○○○）作成のものの写し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（8 月 25・26 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地 1で階級欄が長の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（9 月 26・27 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が指導取締で階級欄が巡査長の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（9 月 26・27 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が地域 1 で階級欄が警部補の○○○○、係欄が地域第 1 係で階

級欄が警部補の○○○○、係欄が地域課地域 1 で階級欄が長の○○○○、

係欄が地域課地域第 1 係で階級欄が巡査の○○○○、係欄が地域 1 で階級

欄が巡査部長の○○○○、係欄が地域 1 で階級欄が巡査の○○○○、係欄

が地 1 で階級欄が長の○○○○、係欄が地域 1 で階級欄が巡査の○○○○、

係欄が地 1 で階級欄が巡査の○○○○、係欄が地域 1 で階級欄が巡査の○

○○○、係欄が地域 1 で階級欄が長の○○○○、係欄が地域第 1 係で階級

欄が巡査部長の○○○○、係欄が地域一で階級欄が長の○○○○、係欄が

地 1 で階級欄が査長の○○○○、係欄が地域 1 で階級欄が長の○○○○、

係欄が地域 1 係で階級欄が査長の○○○○、係欄が地 1 で階級欄が巡査の

○○○○、係欄が地域 1 で階級欄が査の○○○○、係欄が地域課地域 1 で

階級欄が長の○○○○、係欄が交通課総務で階級欄が巡査長の○○○○、

係欄が交通総務で階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が交通課事故捜査で

階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が指導取締で階級欄が巡査長の○○○

○、係欄が指導取締で階級欄が査長の○○○○、係欄が交通課総務係で階

級欄が長の○○○○及び係欄が事故捜査係で階級欄が巡査部長の○○○

○）作成のものの写し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（9 月 26・27 日）のもので、招集行事欠

席者（係欄が交通課事故捜査係で階級が長の○○○○）作成のものの写

し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（10 月 25・26 日）のもので、招集行事

欠席者（係欄が指導取締係で階級欄が巡査長の○○○○、係欄が交通課指

導取締係で階級欄が補の○○○○）作成のものの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（10 月 25・26 日）のもので、招集行事

欠席者（係欄が指導取締係で階級欄が巡査の○○○○、係欄が交通課事故

捜査係で階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が交通取締で階級欄が長の○

○○○、係欄が交通取締で階級欄が査長の○○○○、係欄が指導取締係で

階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が指導取締り係で階級欄が巡査長の○
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○○○、係欄が交通課事故捜査で階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が指

導取締で階級欄が巡査長の○○○○、係欄が指導取締で階級欄が査長の○

○○○、係欄が交通総務で階級欄が長の○○○○、係欄が交通課事故捜査

係で階級欄が長の○○○○、係欄が事故捜査係で階級欄が長の○○○○及

び係欄が指導取締で階級欄が巡査長の○○○○）作成のものの写し） 

・ 教養ノート（招集（補充）教養（10 月 25・26 日）のもので、招集行事

欠席者（係欄が事故捜査係で階級欄が警部補の○○○○）作成のものの写

し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（11 月 25・29 日）のもので、招集行事

欠席者（係欄が地域総務で階級欄が長の○○○○、係欄が地域 2 係で階級

欄が巡査の○○○○、係欄が交通総務で階級欄が長の○○○○）作成のも

のの写し）  

・ 教養ノート（招集（補充）教養（11 月 25・29 日）のもので、招集行事

欠席者（係欄が地域総務で階級欄が巡査長の○○○○、係欄が地総で階級

欄が補の○○○○、係欄が事故捜査係で階級欄が警部補の○○○○、係欄

が交通課事故捜査で階級欄が巡査部長の○○○○、係欄が交通課事故捜査

係で階級欄が長の○○○○、係欄が交通取締で階級欄が査長の○○○○、

係欄が指導取締で階級欄が巡査長の○○○○、係欄が交通課総務で階級欄

が巡査長の○○○○、係欄が交通総務で階級欄が巡査の○○○○、係欄が

交通総務で階級欄が巡査部長の○○○○及び係欄が交通総務で階級欄が巡

査長の○○○○）作成のものの写し） 
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（審査会の処理経過） 

年 月 日 内                        容 

2 9 . 1 1 . 1 4 諮問（弁明書の写しを添付） 

3 0 . 1 1 . 3 0 

(第 562 回審査会)
処分庁の職員から開示理由等を聴取 

同 日 審議 

3 1 .  1 . 1 8 

(第 565 回審査会)
審議 

3 1 .  2 . 1 8 

(第 567 回審査会)
審議 

3 1 .  3 . 1 5 答申 
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答申第 888 号 

諮問第 1544 号 

件名：リニア建設による発生土に関する打合せ等の一部開示決定に関する件 

答     申

１ 審査会の結論 

愛知県知事（以下「知事」という。）が、別表の 1 欄に掲げる行政文書

（以下「本件行政文書」という。）の一部開示決定において不開示とし、審

査請求の対象となった同表の 5 欄に掲げる部分のうち、同表の 6 欄に掲げる

部分以外の部分を不開示としたことは妥当であるが、同欄に掲げる部分につ

いては開示すべきである。 

２ 審査請求の内容 

 (1) 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、審査請求人が平成 28 年 12 月 15 日付けで愛知

県情報公開条例（平成 12 年愛知県条例第 19 号。以下「条例」という。）

に基づき行った開示請求に対し、知事が平成 29 年 1 月 27 日付けで行った

一部開示決定の取消しを求めるというものである。 

 (2) 審査請求の理由 

  ア 審査請求書における主張 

    審査請求人の審査請求書における主張は、おおむね次のとおりである。 

東海旅客鉄道株式会社（以下「JR 東海」という。）によるリニア中央

新幹線は全国新幹線鉄道整備法に位置付けられた極めて公共性・公益性

の高い事業であり、競争もない。加えて、国は JR 東海によるリニア中

央新幹線建設に対し、財政投融資により低金利・無担保で 3 兆円もの融

資を決定し実行しつつあり、公的資金が投入されている。 

また、全国新幹線鉄道整備法により地方公共団体は、「新幹線鉄道に

関し、その建設に要する土地の取得のあつせんその他必要な措置を講ず

るよう努めるものとする」とされ、もとより知事はリニア中央新幹線建

設促進期成同盟会及びリニア中央新幹線建設促進愛知県期成同盟会の会

長としてリニア中央新幹線の建設促進運動をより強力に推進するための

活動を続けてきたこともあり、リニア中央新幹線事業は愛知県が積極的

に協力している事業であるから愛知県自ら説明責任を果たすのは当然で

ある。 

一方で、リニア中央新幹線建設及び供用による生活環境・自然環境へ

の深刻な影響は不可逆的であり大規模かつ長期間に及び、住民・県民の
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生命、健康、生活又は財産を脅かすおそれが高い。公害・環境破壊を未

然に防止あるいは低減するためには、計画段階から住民に対して十分な

情報公開と参加が保障されなければならない。 

その一つに環境影響評価制度があり、リニア中央新幹線においても環

境影響評価が実施されたが、本来はその中でリニア中央新幹線建設発生

土の搬入先及びそのルートも一体のものとして評価されなければならな

いところ、JR 東海はこれを怠り、またその環境影響評価を審査する立場

である愛知県がこれを追認したことに大きな問題がある。 

本来であれば住民は、リニア中央新幹線建設発生土の搬入先及びその

ルートについて、環境影響評価の計画段階配慮書、つまり、複数の搬入

先・搬入ルートの候補及びゼロオプションなどを含めた計画の段階から

情報を得て意見を述べることができはずであるが、この機会が不当にも

奪われている。 

しかも、愛知県がリニア中央新幹線建設発生土の搬入先として調整の

対象として扱っているのは、すべて公共事業及び公共性のあるものに限

り、民間は対象としていないとリニア事業推進室は説明していることか

ら、当然すべて公開すべきである。しかも、候補地の件数すら非公開と

している。同発生土受入に関する文書を公開したとしても不当に県民の

間に混乱を生じさせるとは考えられない。また、当該事務又は事業の適

正な遂行に支障を及ぼすとも考えられず非公開は不当・不適切なもので

ある。 

以上のことから、住民・県民の生命、健康、生活又は財産を保護する

ために政策形成過程においても情報が公開され、参加が保障されるべき

本件における対象文書は原則として公開されるべきである。特にすでに

リニア中央新幹線建設発生土の搬入先として決定し、住民説明会も終え、

JR 東海が地域住民の理解を得たなどと説明している瀬戸市上陣屋町地内

愛知県珪砂鉱業協同組合の鉱山に係る文書・部分については決定済みの

ことであるから、住民・県民が検証できるよう公開するのは当然である。

しかも、瀬戸市上陣屋町地内愛知県珪砂鉱業協同組合の鉱山は県有地で

あり、愛知県自身が埋め戻しに資することから発生土搬入先として情報

提供をしたとリニア事業推進室は説明しており、公にすることにより、

不当に県民の間に混乱を生じさせたり、特定の者に不当に利益や不利益

を与えるおそれは全くなく、非公開は不当・不適切なものである。 

  イ 反論書における主張 

    審査請求人の反論書における主張は、おおむね次のとおりである。 

（ｱ） 知事は、弁明書において、「JR 東海の社員の氏名は、慣行として公

にされ、又は公にすることが予定されている情報ではない」と主張す

るが、公共機関のみならず、担当者名やその連絡先を公にし、対応を
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円滑に行う事務・事業遂行の在り方はすでに民間企業活動においても

一般的に行われている。 

     そして、極めて問題であるのは、「愛知県リニア中央新幹線建設発

生土等に係る調整会議」という愛知県が設置した会議の構成員である

JR 東海の担当者名が非開示にされていることである。本来であれば県

が設置した同会議は公開で行われるべきであり、仮に非公開で行うべ

きやむを得ない事由があるとしても、事後にその記録は公開されなけ

ればならない。例えば、会議の構成員に犯罪被害者などの当事者が含

まれる場合など、プライバシーに配慮を要するケースもあるかもしれ

ないが、本件はそのような非開示にすべき合理的理由は全くなく、し

かも、JR 東海の担当者の肩書きは「名古屋建設部担当部長」とあり、

責任ある役職者である。 

     これまでの報道においても、同社のリニア中央新幹線の担当部長名

は報道されており、既に慣行的に公にされている。 

     しかも、JR 東海は、2016（平成 28）年 11 月 22 日と同年 11 月 28

日に瀬戸市水野地区で開催したリニア中央新幹線工事による発生土受

け入れについての住民説明会においては、担当の名古屋建設部部長と

課長が名前を名乗っており、その記録は住民の間で広く共有されてお

りブログにも掲載されている。 

     なお、岐阜県環境影響評価審査会は、出席者名簿を傍聴者にも配布

しているが、事業者として出席した JR 東海の担当者も同社中央新幹

線推進本部中央新幹線建設部環境保全統括部担当部長、同中央新幹線

建設部環境保全事務所（岐阜）所長の両名の氏名が明記されている。 

     さらに、静岡県が設置した静岡県中央新幹線環境保全連絡会議にお

いても、JR 東海が出席しなかった初回の会議を除き、全ての回の出席

者名簿上に、出席した同社担当者の氏名が記載されている。なお、こ

ちらの出席者名簿には、オブザーバーとして出席した株式会社の担当

者氏名も記載されている。 

     これからも「JR 東海の社員の氏名は、慣行として公にされ、又は公

にすることが予定されている情報ではない」などとして、一概に非開

示とすることはできないことは明らかである。 

(ｲ) 知事は、弁明書において、文書 7 すなわち瀬戸市水野地区で 2 回行

われた住民説明会の録音音声を文字化した文書について「本件説明会

の内容は、全体として個人に関する情報であって、特定の個人を識別

することができるもの」「特定の個人を識別することはできないが、

公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるも

の」であるなどと主張する。 

 しかし、「本件説明会の内容が全体として個人に関する情報」など
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というあまりにも乱暴な判断が不当であることは明らかである。発言

者の氏名や詳細な住所及びそれにつながる情報さえ非開示にすれば、

発言者の発言内容は多くが地域住民の生命及び財産を守るための切実

なものであって公益に資する内容であり、それに対する事業者側の回

答は当然、公益性の高いものであり、出席した住民のみならず、出席

できなかった住民、そして県有地への発生土搬入でもあることから広

く県民に対しても知らされるべき内容である。 

 また、知事は、「特に、本件説明会では質問者が安心して質問でき

るよう、録画、撮影が禁止されており、報道機関の入場も認めておら

ず」などと主張するが、地域住民に大きな影響を及ぼす事業のため関

心も高い本件説明会を報道機関の入場を拒否して行い、内容について

報道をさせないことが住民の利益のために行われたとは考えづらい。

住民は本事業について情報を求めており、報道を通じて知る権利があ

る。 

         そもそも本件説明会は、瀬戸市上陣屋町地内の愛知県珪砂鉱業協同

組合の鉱山に、リニア中央新幹線の春日井市坂下非常口工事から発生

する土砂を搬入することを JR 東海と愛知県珪砂鉱業協同組合で決定

した後に開催されたもので、住民には事前に打診も説明もなされてい

なかった。また決定後に説明会が 2 回開かれても住民の理解は得られ

なかったが、発生土の搬入は進められてしまった。最近では、同鉱山

へのリニア中央新幹線坂下非常口工事からの発生土搬入に加えて、庄

内川の浚渫
しゅんせつ

土砂の搬入（昔から定期的に同鉱山に搬入されている）

も重なり、住民が苦情を伝えたところ、時間帯を調整することになっ

たということもあった。地域の環境負荷は確実に増しているのである。

住民にとっては、2 回の住民説明会でどのような質問が出て、事業者

側がどのような回答をしたのかは生活に関わるとても重要な問題であ

る。 

         審査請求書でも述べたが、本来であれば住民は、リニア中央新幹線

建設発生土の搬入先及びそのルートについて、環境影響評価の計画段

階配慮書、つまり、複数の搬入先・搬入ルートの候補及びゼロオプシ

ョンなどを含めた計画の段階から情報を得て意見を述べることができ

たはずであるが、この機会が不当にも奪われているのであるから、環

境アセスの手続きに準じたていねいな住民説明、住民参加、住民合意

の手続きが取られてしかるべきである。そのような中で唯一住民に対

し行われた本件説明会の記録である文書 7 は住民の生活にかかわる重

要な文書であり、個人を特定する情報を除き公開すべきである。 

         なお、文書 7 中の事業者側の担当者名も、先に述べた通り、同説明

会で自ら名乗っており、公益性の高い事業の担当者でもあり、また、
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民間企業においても担当者名を公表することは一般的となっているこ

とから、公開すべきである。 

(ｳ)  知事は、弁明書において、「「事業計画及び想定される受入先に関

する事項等」は、JR 東海の事業計画に関する情報に該当し、これを公

にすると県民に誤解や憶測、不安を招き、不当に県民の間に混乱を生

じさせ、その結果、発生土受入事業の進捗に影響が生じ、また、一般

に公表されていない発生土の需給に関する情報が公にされることによ

り、発生土の受け入れにおける協議に影響を及ぼし、条件交渉におい

て JR 東海に不利益を及ぼすなど、JR 東海の事業活動が不当に損なわ

れると認められ、その競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

がある」とする。 

しかし、愛知県がリニア中央新幹線建設発生土の受入先について調

整の対象として扱っているのは、すべて公共事業及び公共性のあるも

のに限り、民間は対象としていないのであるから、公共事業及び公共

性のある受入先については、住民・県民の理解を得て進めることが当

然であり、JR 東海の事業が円滑に進むことばかりを愛知県が過度に配

慮して、住民・県民への情報公開をないがしろにすることは決して許

されることではない。しかも、先に述べた通り、本来であれば、リニ

ア中央新幹線工事による発生土の搬入先及び搬入ルートについては環

境影響評価の手続きの中で開かれた形で住民の意見を聞きながら検討

されるべきことであり、住民・県民に隠して進めるようなことではな

い。実質的な内容をほぼ非公開にするという愛知県の姿勢によって、

かえって住民・県民は、有害物質に汚染された土砂が持ち込まれる可

能性が高いのではないか、受入先の決定には恣意的な判断がなされて

いるのではないか、などの不安や疑念を抱くことになってしまい、住

民・県民の理解を得た本件事業の円滑な実施にはつながらない結果と

なる。条例は「実施機関の管理する情報の一層の公開を図り、もって

県の有するその諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにする

とともに、県民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な県政の

推進に資することを目的とする。」としており、本件についても決定

過程を明らかにすることが求められている。 

また、知事は、「リニア中央新幹線建設に係る建設発生土の受入可

能箇所調査については、今後再調査を行う必要が生じた場合、発生土

の受入れが既に決定した箇所についても内容の変更や削除が行われる

可能性があり、内容の変更、受入可能箇所の増減の情報についても公

にすると発生土の受入れにおける協議に影響を及ぼすおそれがある」

と主張するが、すでに決定した箇所についても変更の可能性があるか

ら公開しないなどとすれば、いつまでも公開しないことになり、極め
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て不当であり、到底看過できない恐るべき主張である。すでに住民説

明会で説明が行われ、報道もされ、実際に搬入が行われている決定し

た箇所についてまで公開しないことに何ら合理性はない。仮に決定し

た箇所について、例えば、坂下非常口工事以外のリニア中央新幹線建

設発生土の搬入を追加で計画する場合であれば、住民・県民にきちん

と説明を行い、理解を得て進めるべきであるから、変更する可能性が

あるから公開しないという主張は全く理解できない。 

なお、同様にリニア中央新幹線建設発生土の受け入れ調整を行って

いる岐阜県は、調整状況をホームページ上で発表しており、岐阜県は

受入候補地の対象に民間も含まれているが、各件数や公共事業及び公

共性のある候補地については公開し、決定した場合は地番も含めて説

明している 

(ｴ) 知事は、弁明書において、文書 7 中の本件説明会の内容は、第三者

の立場である愛知県が作成した文書で事実確認が不十分な記録などと

している。しかし、この記録を基に、愛知県は本件説明会における住

民の意見・要望を把握しているのであり、住民・県民の生活環境を守

る立場である愛知県がどのような把握をしているのかを住民・県民と

しては知る必要がある。 

(ｵ) 知事は、弁明書において、事業計画及び想定される受入先に関する

事項等につき、未成熟な情報を公にすることの弊害があるとする旨を

縷々
る る

述べている。 

         しかし、先にも述べた通り、愛知県がリニア中央新幹線建設発生土

の受入先について調整の対象として扱っているのは、すべて公共事業

及び公共性のあるものであって、公共事業及び公共性のある受入先に

ついては、住民・県民の理解を得て進めることが当然である。しかも、

本来であれば、リニア中央新幹線工事による発生土の搬入先及び搬入

ルートについては環境影響評価の手続きの中で開かれた形で住民の意

見を聞きながら検討されるべきことであり、住民・県民に隠して進め

るようなことではない。実質的な内容をほぼ非開示にするという愛知

県の姿勢によって、かえって住民・県民は、有害物質に汚染された土

砂が持ち込まれる可能性が高いのではないか、受入先の決定には恣意

的な判断がなされているのではないか、などの不安や疑念を抱くこと

になってしまい、住民・県民の理解を得た本件事業の円滑な実施には

つながらない結果となる。条例は「実施機関の管理する情報の一層の

公開を図り、もって県の有するその諸活動を県民に説明する責務が全

うされるようにするとともに、県民の的確な理解と批判の下にある公

正で民主的な県政の推進に資することを目的とする。」としており、

本件についても決定過程を明らかにすることが求められている。 
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(ｶ)  弁明書において、条例第 7 条第 6 号は、本条例の趣旨、目的からし

て限定的に適用されるべき条項であるにもかかわらず、「当該情報を

公にすることにより県民に誤解や憶測、不安を招き、不当に県民の間

に混乱を生じさせるおそれがあるとともに、JR 東海及び土砂を必要と

する公共事業の事業主体が外部からの圧力や干渉等の影響を受けるお

それがある。」としながら、その合理的な根拠が説明されていない。

県民に誤解や憶測をさせ、不安を与え、不当に県民の間に混乱を生じ

させるようなことがないよう、政策形成過程から積極的に情報公開を

行って誠実に県民に対し説明を尽くし、県民の理解を得ながら事務・

事業を遂行することこそが県に求められている。県や国、市町村がど

のような検討や協議を行い、政策を形成、実施したのかについて県民

には知る権利があり、県民の的確な理解と批判の下で公正で民主的な

県政を推進する責務が県にはある。 

  ウ 意見陳述における主張 

    審査請求人の意見陳述における主張は、おおむね次のとおりである。 

    住民が感じている理不尽さを含めてお伝えできたらと思う。 

愛知県が異様とも言えるほど情報を隠しすぎていることを説明したい。 

岐阜県の発生土受入れについての連絡調整会議の記録は、JR 東海の担

当社員名と民間の候補地の名前と思われるものなどを除き、ほぼ公開さ

れている。弁明書でも御紹介したが、候補地の市町ごとの件数も公開さ

れ、公共事業の候補地は名称も出ている。 

また、受入れが決定した候補地については、民間であっても地番を含

めて記者発表していて、それらの記者発表資料も会議の資料に付いてい

る。 

そして、第 1 回から第 3 回に出席した JR 東海の環境保全事務所岐阜

所長は、岐阜県の環境影響評価審査会の出席者名簿や当時の新聞記事で、

氏名も写真も出ている。 

また、第 4 回は手書きで担当者の名前が書かれていて、肩書きが略さ

れてよく分からないが、第 5 回からは岐阜工事事務所長が代わって担当

になったようで、出席していて、その岐阜工事事務所長も中津川岐阜事

務所ということで写真と名前入りで報道されている。 

このように、普通に報道されていることもあるので、本来は出席担当

者名も公開すべきと思う。 

それから、この中身の議事要旨の分も住民にとって大変重要なことが

載っており、例えば第 2 回、平成 26 年 6 月 26 日の会議では、御嵩町が

発生土におけるウラン鉱床、黄鉄鉱等の排除について、県の基準では 3

千立方に 1 回検査するのではないかと質問しているが、JR 東海は 5 千立

方だというふうに説明している。 
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愛知県の会議でもこうしたことが議論されたのか、されていないのか、

これはとても重要なことで、私たちに知る権利がある。岐阜県の議事要

旨をもとにいろいろ問合せをしてみたところ、実際に今行われている工

事の発生土から基準超過が出た場合の取扱いに、岐阜と愛知では差があ

ることも分かって、驚いている。事前の調査で自然由来のフッ素などの

有害物質が瑞浪でも春日井の坂下でも出ており、土壌汚染対策法は 10

メートルより深いところは対象外なのだが、JR 東海との協議によって、

どちらも継続的な検査を求めているというのは同じであった。 

この岐阜県の第 10 回の議事要旨では、恵那市が発生土置き場候補地

の決定はいつの時点でするのか、恵那市の候補地の決定は工事発注後で

はなく、工事発注前に運搬ルートの協議などを終えてから決定していた

だきたいと要望し、JR 東海がいつ受入れを決定するかは、個々の状況を

見て判断したい、運搬ルートも含め、できる限り早い段階で地元へ説明

を行っていきたいと考えていると答えている。 

愛知県の調整会議では、こうした話があったのかなかったのか、坂下

工事の発生土の搬入先は、全てが決定してから住民に知らされた。 

それから、岐阜県の関係市町の発生土受入れの可能性調査をした依頼

文とその調査票回答のうち、公開されたものの中で、ここでも候補地の

市町ごとの件数、公共事業である候補地の情報は公開されている。さら

に、発生土の搬入先として決定した場所については、民間だが、公開さ

れている。 

それから、「建設発生土活用可能用地に関する調査について」という

岐阜県の文書に「提供を受けた情報については、公表する予定はありま

せん」と書かれているが、岐阜県に確認したところ、これは調査時点で

はという意味であって、公開できるものは公開するという姿勢なので、

公共事業や決定地については公開することになったと思われるとのこと

であった。 

愛知県の調査票も、調査中は公表しないと書いてあるが、調査票の項

目には公表の可否とか条件の記入欄がある。それも全部黒塗りなので、

公表を可にしたところがあったのか、なかったのかも分からないが、対

象は公共事業である。よって、そもそも非公開はおかしいし、また、決

定した後も変更の可能性があるからなどという説明は、とても住民、県

民を主権者だと思っていない。 

また、条例の立法目的に照らして、今回の県が取った情報公開に対す

る処置がどうであるかということを主張したい。 

本件情報公開の請求は、リニア中央新幹線の県内ルートが全て地下ト

ンネルであることから、建設工事に伴っていつどこからどのような質と

量の残土が発生し、どのような使用のルートを通ってどこに運ばれるか
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について、愛知県と事業者である JR 東海との間でどのような協議がさ

れてきたのか、また、されようとしているのかについて、情報の公開を

求めるものであるが、公にすることにより不当に県民の間に混乱を生じ

させるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼ

すおそれがある、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるなどとして、非公開とした。 

県民が、このような情報を一刻も早く知りたいと思うのは、建設発生

土の質と量、その運搬経路によっては、まさに条例第 7 条第 2 号ロの

「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため」に、必要な情報であ

ると考えているからにほかならない。県当局が恐れているのは、県民が

いち早く情報を知って、建設発生土の搬出先や運搬ルートに対して反対

運動が起き、そういうことが不当に県民の間に混乱を生じさせ、当該事

務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす事態を発生させるのではないか

というふうに考えていると思われる、こうした建設工事には当然のこと

ながら県民の間に賛否両論があり、何らかの形でその摩擦を克服してい

かなければならない。条例第 1 条は、民主的な県政の推進の要素として、

県民の批判も大事であるということを明示をしている。こうした摩擦を

恐れて、県民に情報そのものを提供しないという態度では、県政に対す

る県民の理解を含め、県民と県との信頼関係を増進することは全くでき

ない。 

そもそもリニア中央新幹線のこの事業主体である JR 東海が、条例第 7

条第 3 号の一般法人に該当するかどうか、という問題である。そもそも、

リニア中央新幹線は 2007 年、JR 東海が税金を当てにせずに、自らの資

金繰りで建設することを表明したところからスタートをしている。この

事業主体が、国が関与している団体であったならば、事業主体から情報

を入手することができるが、JR 東海は情報提供については、一民間企業

であることを売り物にして全く情報を明らかにしようとしていない。昨

年来報じられたいわゆる談合問題についても、民民の問題であるからと

繰り返して、契約の経過や内容を全く明らかにしようとしていない。 

他方、リニア中央新幹線は、その規模、国土に与える影響からしても、

従来の概念からすれば、立派な公共事業である。条例第 7 条の運用とし

て、JR 東海を国、独立行政法人等から除くことは、県民の常識的な考え

から全く逸脱しているということを言わざるを得ない。 

リニア新幹線は、春日井市の北東から南西にかけて縦断し、その 15

キロの間に、4 つの非常口が建設されるが、1 日に最大で工事関係車両

が 2,000 台動くと言われている。 

そういう中で、交通渋滞、そして大気汚染、騒音、振動等々に、どこ

まで脅かされるのか非常に心配している。 
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その坂下非常口から運び出される発生土についても、非常に心配はし

ているが、西尾非常口から出る美濃帯の発生土についても、これは仮置

きされるとするならば、西尾非常口近辺、保守基地もあるが、その辺り

でどう処理されるのか、されないのか。そして、もしこれがいきなり多

治見市の方へ搬出されるとするならば、それがどう処理されるのか。速

やかに情報公開していただき、いろいろと対策ができるものなら対策を、

そして話合いで、なんとか譲っていただけるものなら譲っていただくよ

うに、そんなことを願っている。 

３ 実施機関の主張要旨 

実施機関の弁明書における主張は、おおむね次のとおりである。 

(1) 本件行政文書について 

   本件行政文書は、別表の 1 欄に掲げる文書 1（以下「文書 1」という。

同欄に掲げる文書 2 以下も同様とする。）から文書 7 までの文書であり、

それぞれ同表の 3 欄に掲げる部分を開示しないこととして一部開示決定と

したものである。 

ア 文書 1「リニア建設による発生土に関する打合せ（H24.9.10）」につい

 て 

文書 1 は、平成 24 年 9 月 10 日に JR 東海の社員がリニア中央新幹線

の建設により発生する余剰の土砂（以下「発生土」という。）の公共事

業等への活用について愛知県地域振興部交通対策課（当時）に依頼する

ため来庁した際に行われた打合せに係る会議等報告書であり、会議等報

告書及び参考資料で構成されている。会議等報告書には会議名、日時、

場所、出席者、報告日、報告者、主なやり取り等が記載されている。ま

た、参考資料は国土交通省総合政策局が平成 22 年 3 月 31 日付けで公表

した資料である「平成 20 年度建設副産物実態調査結果について」を印

刷したものである。 

イ 文書 2「愛知県リニア中央新幹線建設発生土等に係る調整会議の開催

について」について 

文書 2 は、愛知県リニア中央新幹線建設発生土等に係る調整会議につ

いて関係団体の委員候補者へ開催を通知するに当たり作成した平成 26

年 11 月 18 日付けの起案文書等であり、起案用紙、通知案、出欠回答票

様式、会場案内図及び関係団体から提出された出欠回答票で構成されて

いる。起案用紙には起案者氏名、題名、文書種別、職員の印影、伺い文

等が、通知案には宛名、発信者名、標題、会議の日時、場所及び議題等

が、出欠回答票には団体名、会議参加者職氏名、随行者職氏名、担当者

の氏名、電話番号及びメールアドレス等が、会場案内図には、会議開催

の日時及び場所並びに会場周辺の地図が記載されている。 
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ウ 文書 3「愛知県リニア中央新幹線建設発生土等に係る調整会議 議事

録」について 

文書 3 は、平成 26 年 11 月 28 日に開催された愛知県リニア中央新幹

線建設発生土等に係る調整会議の議事録であり、議事録及び会議資料で

構成されている。議事録には開催日時、場所、議事内容等が記載されて

いる。また、会議資料は、議事次第、出席者名簿、配席図、愛知県リニ

ア中央新幹線建設発生土等連絡調整会議設置要綱（案）、発生土等に関

する概要、リニア中央新幹線建設に係る建設発生土の受入可能箇所調査

（案）及び中央新幹線品川・名古屋間事業概要で構成されている。議事

次第には標題、開催日時、場所、議題、資料一覧等が、出席者名簿には

構成員及び事務局の出席者職氏名が、配席図には構成員及び事務局の出

席者職氏名及び配席が、愛知県リニア中央新幹線建設発生土等連絡調整

会議設置要綱（案）には要綱本文及び委員の構成が、発生土等に関する

概要にはトンネルの掘削方向、愛知県内の建設工事による発生土量（想

定）、工事車両ルート及び工事工程表が、リニア中央新幹線建設に係る

建設発生土の受入可能箇所調査（案）には依頼文案、調査要領、調査回

答様式及び記入例が、中央新幹線品川・名古屋間事業概要には愛知県内

のルート、駅、トンネル、非常口及び保守基地・変電施設の概要、トン

ネルの工法、トンネルの掘削方向、発生土量（想定）、発生土への対応

等が記載されている。 

エ 文書 4「愛知県リニア中央新幹線建設発生土等連絡調整会議の開催に

ついて」について 

文書 4 は、愛知県リニア中央新幹線建設発生土等連絡調整会議につい

て同会議の委員へ開催を通知するに当たり作成した平成 27 年 2 月 4 日

付けの起案文書等であり、起案用紙、通知案、会場案内図、出欠回答票

様式及び委員の所属する団体から提出された出欠回答票で構成されてい

る。起案用紙には起案者氏名、題名、文書種別、職員の印影、伺い文等

が、通知案には宛名、発信者名、標題、会議の日時、場所及び議題等が、

出欠回答票には会議参加者職氏名、随行者職氏名、担当者の職氏名、電

話番号及びメールアドレス等が記載されている。また、会場案内図につ

いては、会議の日時及び場所並びに会場周辺の地図が記載されている。 

オ 文書 5「愛知県リニア中央新幹線建設発生土等連絡調整会議 議事

録」について 

文書 5 は、平成 27 年 2 月 19 日に開催された愛知県リニア中央新幹線

建設発生土等連絡調整会議の議事録であり、議事録及び会議資料で構成

されている。議事録には開催日時、場所、議事内容等が記載されている。

また、会議資料は、議事次第、出席者名簿、配席図、リニア中央新幹線

建設発生土受入可能箇所調査の結果、愛知県リニア中央新幹線建設発生
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土等連絡調整会議設置要綱で構成されている。議事次第には標題、開催

日時、場所、議題、資料一覧等が、出席者名簿には構成員及び事務局の

出席者職氏名が、配席図には構成員及び事務局の出席者職氏名及び配席

が、リニア中央新幹線建設発生土受入可能箇所調査の結果には各市町村

内における県関連事業、市町村関連事業及び全体の総件数及び受入可能

量の総量並びに事業ごとの事業者、事業名、路線（地区）等の名称、場

所、受入可能量、受入期間、受入条件、公表の可否、箇所図等が、愛知

県リニア中央新幹線建設発生土等連絡調整会議設置要綱には要綱本文及

び委員の構成が記載されている。 

カ 文書 6「リニア中央新幹線建設に係る建設発生土の受入可能箇所調査

について」について 

文書 6 は、リニア中央新幹線の建設に係る建設発生土の受入可能箇所

に関する調査について関係者へ照会するに当たり作成した平成 26 年 12

月 3 日付けの起案文書及び当該調査の回答である。起案文書は、起案用

紙、照会文案、調査要領、調査回答様式及び記入例、メール送付文

（案）並びに中央新幹線品川・名古屋間事業概要で構成されている。当

該調査の回答は、関係機関からの回答メール、回答をまとめた集計表及

び受入候補地箇所図で構成されている。起案用紙には起案者氏名、題名、

文書種別、職員の印影、伺い文等が、照会文案には宛名、発信者名、標

題、提出期限、提出先等が、調査要領には調査の前提条件、今後の予定

等が、調査回答様式には事業者、事業名、路線（地区）等の名称、場所、

受入可能量、受入期間、受入条件、公表の可否、備考及び担当者の欄の

ある表等が、メール送付文（案）には送付先のメールアドレス、依頼内

容等が、中央新幹線品川・名古屋間事業概要には愛知県内のルート、駅、

トンネル、非常口及び保守基地・変電施設の概要、トンネルの工法、ト

ンネルの掘削方向、発生土量（想定）、発生土の対応等が、回答メール

には送信者、宛先、日付、件名、回答内容及び事業ごとの事業者、事業

名、路線（地区）等の名称、場所、受入可能量、受入期間、受入条件、

公表の可否、担当者等が、集計表には各市町村内における県関連事業、

市町村関連事業及び全体の総件数及び受入可能量の総量等並びに事業ご

との事業者、事業名、路線（地区）等の名称、場所、受入可能量、受入

期間、受入条件、公表の可否、担当者氏名等が、受入候補地箇所図には

受入候補地の位置が記載されている。 

キ 文書 7「リニア中央新幹線 瀬戸市での発生土受け入れに関する説明

会(H28.11.22 及び H28.11.28)」について 

文書 7 は、JR 東海、前田建設工業株式会社及び愛知県珪砂鉱業協同組

合が主催し、平成 28 年 11 月 22 日及び同月 28 日に愛知県瀬戸市におい

て開催された「中央新幹線坂下非常口新設工事からの発生土搬入に関し
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て―地元説明会―」（以下「本件説明会」という。）を傍聴した愛知県振

興部交通対策課リニア事業推進室職員が作成した本件説明会の記録であ

る。当該記録は、記録本体及び主催者からの配付資料で構成されている。

記録本体は、開催日時、場所、説明者、説明内容、質疑等が記載されて

いる。また、主催者からの配付資料は、中央新幹線事業の概要、愛知県

珪砂鉱業協同組合への搬入計画、工事用車両の安全対策、環境保全、中

央新幹線事業（愛知県）の今後の発生土について、連絡先及び説明会追

加開催の案内が記載されている。 

 (2) 不開示情報該当性について 

審査請求人は、審査請求書において、本件一部開示決定のうち次の部分

を除き開示するよう求めるとした上で、除く部分は、JR 東海に所属する者

を除く個人の氏名、国又は地方公共団体職員のメールアドレス、JR 東海を

除く事業者の電話番号、FAX 番号及びメールアドレス、内部管理用 URL で

あるとしている。したがって、審査請求人が開示を求めないとした部分以

外の開示しないこととした部分である別表の 5 欄に掲げる部分の開示を求

める審査請求であると解し、以下、当該部分の不開示情報該当性について

説明する。 

ア 条例第 7条第 2号該当性について 

(ｱ) 文書 1、文書 2、文書 3、文書 4、文書 5 及び文書 7 中の個人の氏名

のうち JR 東海の社員の氏名は、個人に関する情報であって、特定の

個人を識別することができるものであることから、条例第 7 条第 2 号

本文に該当する。 

JR 東海の社員の氏名は、慣行として公にされ、又は公にすることが

予定されている情報ではないため、条例第 7 条第 2 号ただし書イに該

当しない。また、JR 東海の社員は、公務員等ではないため、JR 東海

の社員の氏名は、同号ただし書ハに該当せず、同号ただし書ロ及びニ

に該当しないことは明らかである。 

よって条例第 7条第 2号に該当する。 

(ｲ) 文書 7 中の本件説明会の内容は、全体として個人に関する情報であ

って、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合する

ことにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることに

より、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものである。 

特に、本件説明会では質問者が安心して質問できるよう、録画、撮

影が禁止されており、報道機関の入場も認められておらず、質問者は

質疑内容を公にされることを前提としていないため、特定の個人を識

別することはできない内容についても公とすることにより、質問者の

プライバシーすなわち人格的な権利利益を害する恐れがある。したが
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って、条例第 7条第 2号本文に該当する。 

また、本件説明会の内容は、慣行として公にされ、又は公にするこ

とが予定されている情報とは認められず、条例第 7 条第 2 号ただし書

イに該当しない。また、同号ただし書ロ、ハ及びニに該当しないこと

は明らかである。 

よって条例第 7条第 2号に該当する。 

イ 条例第 7条第 3号イ該当性について 

(ｱ) 文書 1 中の事業計画及び想定される受入先に関する事項、文書 3 中

の愛知県リニア中央新幹線建設発生土等に係る調整会議議事録の議事

内容、文書 5 中の愛知県リニア中央新幹線建設発生土等連絡調整会議

議事録の議事内容並びに文書 5 及び文書 6 中のリニア中央新幹線建設

に係る建設発生土の受入可能箇所調査における回答機関、受入回答の

内容及び集計結果（以下「事業計画及び想定される受入先に関する事

項等」という。）は、JR 東海の事業計画に関する情報に該当し、これ

を公にすると県民に誤解や憶測、不安を招き、不当に県民の間に混乱

を生じさせ、その結果、発生土受入事業の進捗に影響が生じ、また、

一般に公表されていない発生土の需給に関する情報が公にされること

により、発生土の受け入れにおける協議に影響を及ぼし、条件交渉に

おいて JR 東海に不利益を及ぼすなど、JR 東海の事業活動が不当に損

なわれると認められ、その競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある。なお、リニア中央新幹線建設に係る建設発生土の受入可

能箇所調査については、今後再調査を行う必要が生じた場合、発生土

の受入れが既に決定した箇所についても内容の変更や削除が行われる

可能性があり、内容の変更、受入可能箇所の増減の情報についても公

にすると発生土の受入れにおける協議に影響を及ぼすおそれがある。 

したがって、事業計画及び想定される受入先に関する事項等は、条

例第 7条第 3号イに該当する。 

(ｲ) 文書 2 及び文書 4 中の JR 東海の電話番号及び FAX 番号は、一般の

問い合わせを中央新幹線愛知工事事務所及び環境保全事務所（愛知）

が窓口として対応しており、JR 東海が公表していない情報であること

から、JR 東海の内部管理に属する情報であり、公にされると、JR 東

海の業務体制と無関係に問い合わせ、意見等が寄せられ、職務として

必要な連絡に支障を来すなど、法人の正当な利益を害するおそれがあ

る。したがって、JR 東海の電話番号及び FAX 番号は、条例第 7 条第 3

号イに該当する。 

(ｳ) 文書 7 中の本件説明会の内容は、JR 東海、前田建設工業株式会社及

び愛知県珪砂鉱業協同組合の三者が開催した本件説明会について愛知

県が内部での検討に用いるために本件説明会の内容を記録したもので
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ある。よって、本件説明会の主催者ではない第三者の立場である愛知

県が作成した文書であり、事実確認が不十分な記録を公開することに

よって、県民に誤解や憶測、不安を招き、不当に県民の間に混乱を生

じさせ、その結果、発生土を受け入れる事業の進捗に影響が生じるこ

とにより、受入側事業者である愛知県珪砂鉱業協同組合に不利益を及

ぼすおそれがある。さらに、このことにより、発生土の受入れについ

ての JR 東海、前田建設工業株式会社と愛知県珪砂鉱業協同組合を始

めとする土砂の受入側事業者との協議に影響が生じ、JR 東海等の正当

な利益を害するおそれがある。したがって、条例第 7 条第 3 号イに該

当する。 

ウ 条例第 7条第 5号該当性について 

(ｱ) 事業計画及び想定される受入先に関する事項等は、土砂を必要とす

る公共事業の事業主体である県の機関並びに国、他の地方公共団体等

の内部又は相互における検討又は協議に関する情報であって、未成熟

な情報を公にすると県民に誤解や憶測、不安を招き、不当に県民の間

に混乱を生じさせるおそれがあるとともに、外部からの圧力、干渉等

の影響を受けることなどにより、率直な意見の交換又は意思決定の中

立性が不当に損なわれるおそれがある。また、一般に公表されていな

い発生土の需給に関する情報が公にされることにより、発生土の受け

入れにおける協議に影響を及ぼし、条件交渉において受入側事業者に

不利益を及ぼすおそれがある。したがって、条例第 7 条第 5 号に該当

する。 

(ｲ) 文書 7 中の本件説明会の内容については、前記イ(ｳ)において説明

したとおり、愛知県が内部での検討に用いるために記録したものであ

る。よって、本件説明会の主催者ではない第三者の立場である愛知県

が作成した事実確認が不十分な記録を公にすることによって、県民に

誤解や憶測、不安を招き、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ

があり、その結果、発生土受入事業の進捗に影響が生じることにより、

受入側事業者である愛知県珪砂鉱業協同組合に不利益を及ぼすおそれ

がある。さらに、このことにより、発生土の受入れについての JR 東

海、前田建設工業株式会社と愛知県珪砂鉱業協同組合を始めとする土

砂の受入側事業者との協議に影響が生じ、JR 東海等に不利益を及ぼす

おそれがある。したがって、条例第 7条第 5号に該当する。 

エ 条例第 7条第 6号該当性について 

事業計画及び想定される受入先に関する事項等は、前記ウにおいて説

明したとおり、リニア中央新幹線に関する県の機関並びに国又は他の地

方公共団体等の内部又は相互における検討又は協議に関する情報であっ

て、当該情報を公にすることにより県民に誤解や憶測、不安を招き、不
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当に県民の間に混乱を生じさせるおそれがあるとともに、JR 東海及び土

砂を必要とする公共事業の事業主体が外部からの圧力や干渉等の影響を

受けるおそれがある。これにより、発生土の受け入れにおける JR 東海

と土砂を必要とする公共事業の事業主体との協議に影響を及ぼし、土砂

を必要とする公共事業の事業主体である県の機関、並びに国又は他の地

方公共団体の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

したがって、条例第 7条第 6号に該当する。 

４ 審査会の判断 

(1) 判断に当たっての基本的考え方 

条例は、第 1 条に規定されているとおり、行政文書の開示を請求する権

利を保障し、実施機関の管理する情報の一層の公開を図り、もって県の有

するその諸活動を県民に説明する責務が全うされ、公正で民主的な県政の

推進に資することを目的として制定されたものであり、原則開示の理念の

もとに解釈・運用されなければならない。 

当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることの

ないよう、原則開示の理念に立って、条例を解釈し、以下判断するもので

ある。 

(2) 本件行政文書について 

   本件行政文書は、リニア中央新幹線の建設による発生土に係る打合せ及

び調整会議に係る文書、同発生土の受入可能箇所調査に係る文書並びに同

発生土の受入れに関する住民への説明会に係る文書である。その名称及び

内訳は別表の 1 欄及び 2 欄に掲げるとおりであり、その記載内容は前記

3(1)で実施機関が説明するとおりであると認められる。 

実施機関は、同表の 3 欄に掲げる部分について、同表の 4 欄に掲げる規

定に該当するとして不開示としている。 

なお、審査請求人は審査請求書及び反論書において、本件一部開示決定

において開示しないこととした部分のうち、個人の氏名（JR 東海及び JR

東海とともに本件説明会を主催した事業者に所属する者（以下「JR 東海等

の社員」という。）の氏名を除く。）、国又は地方公共団体職員のメールア

ドレス、事業者（JR 東海を除く。）の電話番号及び FAX 番号、事業者のメ

ールアドレス並びに内部管理用 URL を除き開示するよう求める旨記載して

いる。したがって、本件審査請求の対象となった部分は、同表の 5 欄に掲

げる部分であると解されることから、以下、同欄に掲げる部分の不開示情

報該当性について判断する。 

(3) 条例第 7条第 3号イ該当性について 

ア 条例第 7 条第 3 号イは、自由経済社会においては、法人等又は事業

を営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることか
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ら、事業活動に係る情報で、公にすることにより、当該法人等又は個人

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものが記

録されている行政文書は、不開示とすることを定めたものである。 

そして、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあるものとは、事業者の生産・技術・販売上のノウハ

ウ、経理、人事等の内容で、公にすることにより、事業者の事業活動が

損なわれると認められる情報をいう。  

この考え方に基づき、別表の 5 欄のうち本件行政文書において実施機

関が同号イに該当するとして不開示とした部分が同号イに該当するか否

かについて、別表の 3 欄の「開示しないこととした部分」ごとに以下検

討する。  

  イ 「リニア中央新幹線建設に係る建設発生土の受入可能箇所調査におけ

る回答機関、受入回答の内容及び集計結果」について 

(ｱ) リニア中央新幹線建設に係る建設発生土の受入可能箇所調査におけ

る回答機関、受入回答の内容及び集計結果は、別表の 3 欄(15)、(16)、

(17) 及び(18)に掲げる部分である。当審査会において実施機関から

説明を聴取したところ、当該箇所を開示した場合、受入可能箇所が特

定され、現地において様々な活動が展開されることにより JR 東海が

その現場において行う発生土の搬出、搬入等の事業に支障が生じる、

また、JR 東海が受入可能箇所における事業主体と発生土の受入交渉を

行うに当たり、他に交渉可能な候補地、条件といったいわば手の内が

明らかになってしまうこと等により、その交渉への支障が生じるとの

ことである。 

この点、JR 東海によるリニア中央新幹線建設事業は、その事業規模

が大きく、当該事業に関しては様々な意見があるところと想定される

ため、当該事業の一部である発生土の受入可能箇所の確保に対しても

様々な活動がなされ得ることは否定できない。よって、仮に受入可能

箇所やその事業主体が公になれば、その受入可能箇所や事業主体に対

する活動により JR 東海の発生土の受入れに係る交渉や実際の搬入と

いった事業に対し支障が生じ、JR 東海の正当な利益を害するおそれが

あると認められる。 

もっとも、そのおそれは受入可能箇所が特定されなければ、それら

の活動が当該箇所で展開されるとは考えられないし、受入可能箇所が

特定されず事業主体も分からない状態であれば、JR 東海と事業主体と

の交渉に支障が生じるとも考えられない。また、住民説明会を既に行

った受入可能箇所については、少なくともその周辺の住民には当該箇

所が発生土を受け入れる候補地であることは明らかになっているため、

当該受入可能箇所を公にしないことによる利益が JR 東海にあるとは
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認め難い。よって、受入可能箇所が特定できない部分及び受入可能箇

所が特定できるとしても当該箇所が既に明らかになっているといえる

場所に係る部分については、公になったとしても JR 東海の競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。 

なお、リニア中央新幹線建設に係る建設発生土の受入可能箇所調査

における受入回答の内容及び集計結果には、「公表の可否」という項

目があるが、これは回答者である受入可能箇所における事業主体にと

って回答内容の公表が可能か否かという回答であることから、その可

否にかかわらず、JR 東海について正当な利益を害するおそれがあるか

を検討する必要がある。 

これを本件についてみると、当審査会において別表の 3 欄(15)、

(16)、(17)及び(18)に掲げる部分を見分したところ、これらの部分の

うち別記 4、6 及び 8 並びに別表の 3 欄(18)に掲げる部分については、

前述したおそれが認められることから条例第 7 条第 3 号イに該当する。 

(ｲ) 前記(ｱ)において条例第 7 条第 3 号イに該当するとした別記 4、6 及

び 8 並びに別表の 3 欄(18)に掲げる部分以外の部分のうち、別記 5、7

及び 9 に掲げる部分については、発生土の受入条件として当該受入事

業者の事業内容に係る内部情報が記載されていると認められるため、

公にすることで当該受入事業者の正当な利益を害するおそれがあると

いえることから、条例第 7条第 3号イに該当する。 

(ｳ) したがって、前記(ｱ)及び(ｲ)のとおり、別表の 3 欄(15)、(16)、

(17) 及び(18)に掲げる部分のうち、別記 4、5、6、7、8 及び 9 並び

に別表の 3 欄(18)に掲げる部分は条例第 7 条第 3 号イに該当し、その

余の部分は同号イに該当しない。 

  ウ 「リニア建設による発生土に関する打合せの内、事業計画及び想定さ

れる受入先に関する事項」について 

 リニア建設による発生土に関する打合せの内、事業計画及び想定され

る受入先に関する事項は、別表の 3 欄(2)に掲げる部分である。実施機

関によれば、公にすることにより県民に誤解や憶測、不安を招き、不当

に県民の間に混乱を生じさせる等とのことである。 

    この点、当審査会において、対象行政文書のうち、別表の 3 欄(2)に

掲げる部分を見分したところ、当該部分のうち別記 1 に掲げる部分には

発生土の受入可能箇所に関する情報が記載されていることが認められた。

しかし、その余の部分については、発生土の受入可能箇所に関する情報

が記載されておらず、また、JR 東海の事業に関する内容が記載されてい

る部分があるが、それらは既に公にされている内容等であって、公にす

ることにより JR 東海の正当な利益を害するおそれがあるとは認められ

ない。 
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したがって、前記イ(ｱ)において述べたことと同様に、別表の 3 欄(2)

に掲げる部分のうち、別記 1 に掲げる部分については、条例第 7 条第 3

号イに該当するが、その余の部分は同号イに該当しない。 

  エ 「愛知県リニア中央新幹線建設発生土等に係る調整会議議事録の議事

内容」及び「愛知県リニア中央新幹線建設発生土等連絡調整会議議事録

の議事内容」について 

愛知県リニア中央新幹線建設発生土等に係る調整会議議事録の議事内

容は、別表の 3 欄(6)及び(9)に掲げる部分であり、愛知県リニア中央新

幹線建設発生土等連絡調整会議議事録の議事内容は、別表の 3 欄(12)に

掲げる部分である。実施機関によれば、公にすることにより県民に誤解

や憶測、不安を招き、不当に県民の間に混乱を生じさせる等とのことで

ある。 

    この点、当審査会において、本件行政文書のうち、別表の 3 欄(12)に

掲げる部分を見分したところ、当該部分のうち別記 3 に掲げる部分には

発生土の受入可能箇所に関する情報が記載されていることが認められる

ため、この部分については前記イ(ｱ)において述べたことが同様に当て

はまると考えられる。 

また、別表の 3 欄(6)に掲げる部分のうち、別記 2 に掲げる部分には、

発生土の具体的な搬出方法に関する記載があり、その内容は検討中の未

確定な情報として記載されており事業に係る内部情報であるといえるこ

とから、公にすることで JR 東海の正当な利益を害するおそれがあると

認められる。 

    しかし、その余の部分には、JR 東海の事業に関する内容が記載されて

いる部分があるが、それは既に公にされている内容等であって、公にす

ることにより JR 東海の正当な利益を害するおそれがあるとは認められ

ない。また、発生土の受入可能箇所の調査に関する内容が記載されてい

る部分もあるが、それは調査の方法等の手続等事務の進め方について交

換された意見が記載されているにすぎず、具体的な受入可能箇所が特定

される内容が記載されているものではないため、公にすることにより JR

東海の正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。 

したがって、別表の 3 欄(6)、(9) 及び(12)に掲げる部分のうち、別

記 2 及び 3 に掲げる部分については、条例第 7 条第 3 号イに該当するが、

その余の部分は同号イに該当しない。 

  オ 「リニア中央新幹線瀬戸市での発生土受け入れに関する説明会の内

容」について 

リニア中央新幹線瀬戸市での発生土受け入れに関する説明会の内容は、

別表の 3 欄(20)に掲げる部分である。実施機関によれば、本件説明会は、

JR 東海及び関係事業者が主催したものであり、質問者が安心して質問で
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きるよう、録画、撮影が禁止されており、報道機関の入場も認められて

おらず、質問者は質疑内容を公にされることを前提としていないもので

あるとのことである。また、当審査会において実施機関から説明を聴取

したところ、今後も同種の説明会は必要に応じて各地で随時行われてい

くこととなるものであるとのことである。これらのことからすれば、公

にされないことを前提として率直で自由な意見交換を行うことにより、

適切にリニア中央新幹線建設事業を進めることを予定していると考えら

れるところ、その質疑内容が公になってしまうと、今後の同種の説明会

において、参加住民が質問の内容及び表現並びに発言することそのもの

について控えたり萎縮したりしてしまい、率直で自由な意見交換が行え

なくなるおそれがあり、その結果、リニア中央新幹線建設事業の適切な

推進を図ることができなくなるおそれがあり、JR 東海の正当な利益を害

するおそれがあるといえる。 

したがって、別表の 3 欄(20)に掲げる部分は、条例第 7 条第 3 号イに

該当する。 

  カ 「事業者の電話番号、FAX 番号、メールアドレス」について 

事業者の電話番号、FAX 番号、メールアドレスは、別表の 3 欄(5) 及

び(11)に掲げる部分である。当審査会において本件行政文書を見分した

ところ、事業者の電話番号、FAX 番号、メールアドレスとして不開示と

している部分には、審査請求の対象となった JR 東海の電話番号及び FAX

番号が記載されていることが認められた。実施機関によれば、これらの

情報は JR 東海が公表していない情報であり、一般の問合せは中央新幹

線愛知工事事務所及び環境保全事務所（愛知）を窓口としているとのこ

とである。前記イにおいて述べたとおり、リニア中央新幹線建設事業に

関しては様々な意見が想定されるため、公表していない JR 東海の電話

番号及び FAX 番号が公になってしまうと、これらの連絡先にも様々な意

見が寄せられることが想定され、これらの連絡先により本来行うべき連

絡等の事務に支障を来すおそれがあり、JR 東海の正当な利益を害するお

それがあるといえる。 

したがって、別表の 3 欄(5)及び(11)に掲げる部分は、条例第 7 条第 3

号イに該当する。 

(4) 条例第 7条第 5号該当性について 

ア 条例第 7 条第 5 号は、県の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方

公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又

は協議に関する情報について、検討途中の段階の情報を開示することの

公益性を考慮してもなお、県や国等の意思決定に対する支障が看過し得

ない程度のものである場合には、当該審議、検討又は協議に関する情報

が記録されている行政文書は、不開示とすることを定めたものである。  
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また、同号の「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に

損なわれるおそれ」とは、公にすることにより、外部からの圧力や干渉

等の影響を受けることなどにより、率直な意見の交換又は意思決定の中

立性が不当に損なわれるおそれがある場合を想定したもので、適正な意

思決定手続の確保を保護利益とするものである。 

この考え方に基づき、本件行政文書において実施機関が同号に該当す

るとして不開示とした部分が同号に該当するか否かについて、別表の 3

欄の「開示しないこととした部分」ごとに以下検討する。 

  イ 「リニア建設による発生土に関する打合せの内、事業計画及び想定さ

れる受入先に関する事項」について 

リニア建設による発生土に関する打合せの内、事業計画及び想定され

る受入先に関する事項は、別表の 3 欄(2)に掲げる部分である。実施機

関によれば、当該打合せは JR 東海の社員と実施機関の職員との建設発

生土の公共事業等への活用についての打合せであったとのことである。

ここで、条例第 7 条第 5 号は、前記アにおいて述べたとおり、「県の機

関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人

の内部又は相互間」における審議、検討又は協議に関する情報を不開示

とすることを予定しているところ、当該打合せは、実施機関と JR 東海

との打合せであることから県の機関等の内部又は相互間の審議等とはい

えず、同号に規定する審議、検討又は協議には該当しない。 

    したがって、別表の 3 欄(2)に掲げる部分は、条例第 7 条第 5 号に該

当しない。 

  ウ 「愛知県リニア中央新幹線建設発生土等に係る調整会議議事録の議事

内容」、「愛知県リニア中央新幹線建設発生土等連絡調整会議議事録の議

事内容」及び「リニア中央新幹線建設に係る建設発生土の受入可能箇所

調査における回答機関、受入回答の内容及び集計結果」について 

愛知県リニア中央新幹線建設発生土等に係る調整会議議事録の議事内

容は別表の 3 欄(6)及び(9)に掲げる部分、愛知県リニア中央新幹線建設

発生土等連絡調整会議議事録の議事内容は別表の 3 欄(12)に掲げる部分、

リニア中央新幹線建設に係る建設発生土の受入可能箇所調査における回

答機関、受入回答の内容及び集計結果は別表の 3 欄(15)、(16)、(17)及

び(18)に掲げる部分である。 

ここで、条例第 7 条第 5 号は、前記アにおいて述べたとおり、適正な

意思決定手続の確保を保護利益とするものであるが、当審査会において

当該調整会議の設置要綱を見分したところ、当該調整会議は発生土の有

効利用や運搬車両等の通行等に関する事項について連絡調整及び情報共

有を行うことで、JR 東海のリニア中央新幹線建設事業を円滑に実施する

ことを目的としたものであることが認められた。すなわち、当該調整会
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議は単に連絡調整及び情報共有を行う場であるといえるため、同号にお

いて保護すべき利益があるとは認められない。よって、前記イの打合せ

と同様に、当該調整会議は、条例第 7 条第 5 号に規定する審議、検討又

は協議には該当しない。 

    したがって、当該調整会議の議事録及び当該調整会議による受入可能

箇所調査の関係資料である別表の 3 欄(6)、(9)、(12)、(15)、(16)、

(17)及び(18)に掲げる部分は、条例第 7条第 5号に該当しない。 

エ 「リニア中央新幹線瀬戸市での発生土受け入れに関する説明会の内

容」について 

リニア中央新幹線瀬戸市での発生土受け入れに関する説明会の内容は、

別表の 3 欄(20)に掲げる部分である。前記（3）オにおいて述べたとお

り、実施機関によれば、本件説明会は JR 東海及び関係事業者が主催し

たものであるとのことである。よって、前記イにおいて述べたことと同

様に、本件説明会は条例第 7 条第 5 号に規定する審議、検討又は協議に

は該当しない。 

    したがって、別表の 3 欄(20)に掲げる部分は、条例第 7 条第 5 号に該

当しない。 

  (5) 条例第 7条第 6号該当性について 

ア 条例第 7 条第 6 号は、県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公

共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務事業は、公益に適合するよ

う適正に遂行されるものであるが、これらの事務事業に関する情報の中

には、公にすることにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるものが含まれるため、これらの情報が記録さ

れた行政文書は不開示とすることを定めたものである。 

この考え方に基づき、本件行政文書において実施機関が条例第 7 条第

6 号に該当するとして不開示とした部分が同号に該当するか否かを、以

下検討する。なお、本件審査請求の対象となった部分のうち、本件一部

開示決定において条例第 7 条第 6 号に該当するとされた部分は、同条

第 3 号イにも該当するとされている。そして、当審査会において同号イ

に該当すると判断した部分は前記(3)のとおりであり、当該部分につい

て重ねて同条第 6 号該当性を判断する必要はないため、以下は前記(3)

において同条第 3 号イに該当しないとされた部分について、さらに同条

第 6 号に該当するか否かについて、別表の 3 欄の「開示しないこととし

た部分」ごとに以下検討する。 

  イ 「リニア中央新幹線建設に係る建設発生土の受入可能箇所調査におけ

る回答機関、受入回答の内容及び集計結果」について  

リニア中央新幹線建設に係る建設発生土の受入可能箇所調査における

回答機関、受入回答の内容及び集計結果は、別表の 3 欄(15)、(16)、

624



(17) 及び(18)に掲げる部分である。実施機関によれば、当該情報を公

にすることにより、県民に誤解や憶測、不安を招き、不当に県民の間に

混乱を生じさせるおそれがあるとともに、JR 東海及び土砂を必要とする

公共事業の事業主体が外部からの圧力や干渉等の影響を受けるおそれが

あり、これにより、発生土の受け入れにおける協議に影響を及ぼし、土

砂を必要とする公共事業の事業者である国や地方公共団体の事務又は事

業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとのことである。 

    この点、前記(3)イで述べたとおり、リニア中央新幹線建設事業は、

その事業規模が大きく、当該事業に関しては様々な意見があるところと

想定されるため、当該事業の一部である発生土の受入可能箇所の確保に

対しても様々な活動がなされ得ることは否定できない。よって、仮に受

入可能箇所やその事業主体が公になれば、その受入可能箇所や事業主体

に対する活動により当該事業主体の発生土の受入れに係る交渉や実際の

搬入といった事業に対し支障が生じ、当該事業主体の事務又は事業に対

し支障を及ぼすおそれがあるといえる。 

    しかし、前記(3)イにおいて述べたことと同様、受入可能箇所が特定

できない部分及び特定できるとしても当該箇所が既に明らかになってい

るといえる場所に係る部分については、公にしたとしても公共事業の事

業者について実施機関が主張するような支障は生じないと考えられる。

そして、当審査会において別表の 3 欄(15)、(16)、(17)及び(18)に掲げ

る部分を見分したところ、当該部分のうち前記(3)イにおいて条例第 7

条第 3 号イに該当するとした部分を除いた部分には、受入可能箇所が特

定できない部分及び特定できるとしても当該箇所が既に明らかになって

いるといえる場所に係る部分しかないと認められる。 

したがって、別表の 3 欄(15)、(16)、(17)及び(18)に掲げる部分のう

ち前記(3)イにおいて条例第 7 条第 3 号イに該当するとした部分を除い

た部分は、同条第 6号に該当しない。 

  ウ 「リニア建設による発生土に関する打合せの内、事業計画及び想定さ

れる受入先に関する事項」、「愛知県リニア中央新幹線建設発生土等に係

る調整会議議事録の議事内容」及び「愛知県リニア中央新幹線建設発生

土等連絡調整会議議事録の議事内容」について 

リニア建設による発生土に関する打合せの内、事業計画及び想定され

る受入先に関する事項は別表の 3 欄(2)に掲げる部分、愛知県リニア中

央新幹線建設発生土等に係る調整会議議事録の議事内容は別表の 3 欄

(6)及び(9)に掲げる部分、愛知県リニア中央新幹線建設発生土等連絡調

整会議議事録の議事内容は別表の 3 欄(12)に掲げる部分である。実施機

関によれば、これらの部分についても前記イで述べたことと同様に、土

砂を必要とする公共事業の事業主体である国や地方公共団体の事務又は
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事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると主張している。 

    しかし、この点についても、当審査会において別表の 3 欄(2)、(6)、

(9)及び(12)に掲げる部分を見分したところ、当該部分のうち前記(3)ウ

及びエにおいて条例第 7 条第 3 号イに該当するとした部分を除いた部分

は、公にしたとしても実施機関が主張するような土砂を必要とする公共

事業の事業主体の事務又は事業の適正な遂行に及ぼす実質的な支障が生

じるとは認められない。 

よって、別表の 3 欄(2)、(6)、(9)及び(12)に掲げる部分のうち、前

記(3)ウ及びエにおいて条例第 7 条第 3 号イに該当するとした部分を除

いた部分は、同条第 6号に該当しない。 

(6) 条例第 7条第 2号該当性について 

ア 条例第 7 条第 2 号は、基本的人権を尊重する立場から、個人に関する

情報であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照

合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの

を含む。）が記録されている行政文書は、不開示とすることを定めると

ともに、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、

なお個人の権利利益を害するおそれのある情報が記録された行政文書に

ついても、同様に不開示とすることを定めたものである。  

また、その一方で、同号ただし書イからニまでのいずれかに規定され

た情報が記録されている行政文書については、条例の目的に照らし、原

則開示と個人の権利利益の最大限の尊重との調整を図ることにより、開

示することとしたものである。  

この考え方に基づき、本件行政文書において実施機関が条例第 7 条第

2 号に該当するとして不開示とした部分が同号に該当するか否かについ

て、別表の 3欄の「開示しないこととした部分」ごとに以下検討する。  

  イ 「個人の氏名」について 

個人の氏名は、別表の 3 欄(1)、(3)、(4)、(7)、(8)、(10)、(13) 、

(14)及び(19)に掲げる部分である。当審査会において本件行政文書を見

分したところ、個人の氏名として不開示としている部分には、JR 東海等

の社員の氏名が記載されていることが認められた。これは個人を識別す

ることが可能な情報であるといえるため、条例第 7 条第 2 号本文に該当

する。 

    また、審査請求人は JR 東海の社員の氏名は報道されていること等に

より既に公にされている旨主張しているが、本件一部開示決定において

は、その役職を問わず発生土に係る打合せ、会議及び本件説明会に参加

した JR 東海等の社員の氏名を不開示としたものであり、個別の参加者

が誰であるかという点については慣行として公にされ又は公にすること

が予定されているとまでは認められない。よって、条例第 7 条第 2 号た
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だし書イに該当しない。 

    また、審査請求人は、JR 東海等の社員がリニア中央新幹線建設に係る

事業という公共性の高い事業の担当者である旨主張しているが、JR 東海

等の社員は同号ただし書ハに規定する公務員等でないことは文理上明ら

かであるので、同号ただし書ハには該当せず、また、同号ただし書ロ及

びニに該当しないことも明らかである。 

    したがって、別表の 3 欄(1)、(3)、(4)、(7)、(8)、(10)、(13) 、

(14) 及び(19)に掲げる部分は、条例第 7条第 2号に該当する。 

  ウ 「リニア中央新幹線瀬戸市での発生土受け入れに関する説明会の内

容」について 

リニア中央新幹線瀬戸市での発生土受け入れに関する説明会の内容は、

別表の 3 欄(20)に掲げる部分であるが、前記(3)オにおいて述べたとお

り条例第 7 条第 3 号イに該当することから、同条第 2 号該当性について

論ずるまでもなく、不開示情報に該当する。 

 (7) まとめ 

前記(3)から(6)までにおいて述べた不開示情報該当性の有無を総合する

と、別表の 6欄に掲げる部分は不開示情報に該当しない。 

以上により、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
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別表  

1 行政文書 2 内訳 3 開示しないこ

ととした部分 

4 開示しな

いこととし

た根拠規定

5 審査請

求の対象

となった

部分 

6 開示

すべき

部分 

文書 1 

リニア建設に

よる発生土に

関する打合せ

（H24.9.10）

会議等報告書 

(1) 

個人の氏

名 

条例第 7条

第 2号 

JR 東 海

等の社員

に係る部

分 

なし 

(2) 

リニア建

設による

発生土に

関する打

合 せ の

内、事業

計画及び

想定され

る受入先

に関する

事項 

条例第 7条

第 3号イ、

第 5号及び

第 6号 

全て 別記 1

に掲げ

る部分

以外の

部分 

参考資料  なし    

文書 2 

愛知県リニア

中央新幹線建

設発生土等に

係る調整会議

の開催につい

て 

起案用紙  なし    

通知案 

(3) 

個人の氏

名 

条例第 7条

第 2号 

JR 東 海

等の社員

に係る部

分 

なし 

出欠回答票様

式 

なし    

会場案内図 なし    

関係機関から

提出された出

欠回答票 
(4) 

個人の氏

名 

条例第 7条

第 2号 

JR 東 海

等の社員

に係る部

分 

なし 

(5) 

事業者の

電 話 番

号、FAX 番

号及びメ

ールアド

レス 

条例第 7条

第 3号イ 

JR 東 海

の電話番

号 及 び

FAX 番号 

なし 
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国又は地

方公共団

体職員の

メールア

ドレス 

条例第 7条

第 6号 

なし  

文書 3 

愛知県リニア

中央新幹線建

設発生土等に

係る調整会議

議事録 

議事録 

(6) 

愛知県リ

ニア中央

新幹線建

設発生土

等に係る

調整会議

議事録の

議事内容 

条例第 7条

第 3号イ、

第 5号及び

第 6号 

全て 別記 2

に掲げ

る部分

以外の

部分 

会議

資料 

議事次

第 

なし    

出席者

名簿 
(7) 

個人の氏

名 

条例第 7条

第 2号 

JR 東 海

等の社員

に係る部

分 

なし 

配席図

(8) 

個人の氏

名 

条例第 7条

第 2号 

JR 東 海

等の社員

に係る部

分 

なし 

愛知県

リニア

中央新

幹線建

設発生

土等連

絡調整

会議設

置要綱

（案）

なし    

建設発

生土等

に関す

る概要

なし    

リニア

中央新

幹線建

設に係

る建設

(9) 

愛知県リ

ニア中央

新幹線建

設発生土

等に係る

条例第 7条

第 3号イ、

第 5号及び

第 6号 

全て 不開示

とした

部分全

て 
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発生土

の受入

可能箇

所調査

（案）

調整会議

議事録の

議事内容 

中央新

幹線品

川・名

古屋間

事業概

要 

なし    

文書 4 

愛知県リニア

中央新幹線建

設発生土等連

絡調整会議の

開催について

起案用紙 なし    

鑑文 なし    

会場案内図 なし    

出欠回答票様

式 

なし    

委員の属する

関係機関から

提出された出

欠回答票 

(10)

個人の氏

名 

条例第 7条

第 2号 

JR 東 海

等の社員

に係る部

分 

なし 

(11)

事業者の

電 話 番

号 、 FAX

番号及び

メールア

ドレス 

条例第 7条

第 3号イ 

JR 東 海

の電話番

号 及 び

FAX 番号 

なし 

国又は地

方公共団

体職員の

メールア

ドレス 

条例第 7条

第 6号 

なし  

文書 5 

愛知県リニア

中央新幹線建

設発生土等連

絡調整会議

議事録 

議事録 

(12)

愛知県リ

ニア中央

新幹線建

設発生土

等連絡調

整会議議

事録の議

事内容 

条例第 7条

第 3号イ、

第 5号及び

第 6号 

全て 別記 3

に掲げ

る部分

以外の

部分 

会議

資料 

議事次

第 

なし    

出席者 (13) 個人の氏 条例第 7条 JR 東 海 なし 
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名簿 名 第 2号 等の社員

に係る部

分 

配席図

(14)

個人の氏

名 

条例第 7条

第 2号 

JR 東 海

等の社員

に係る部

分 

なし 

リニア

中央新

幹線建

設に係

る建設

発生土

の受入

可能箇

所調査

の結果

(15)

リニア中

央新幹線

建設に係

る建設発

生土の受

入可能箇

所調査に

おける回

答機関、

受入回答

の内容及

び集計結

果 

条例第 7条

第 3号イ、

第 5号及び

第 6号 

全て 別記 4

及び 5

に掲げ

る部分

以外の

部分 

愛知県

リニア

中央新

幹線建

設発生

土等連

絡調整

会議設

置要綱

なし    

文書 6 

リニア中央新

幹線建設に係

る建設発生土

の受入可能箇

所調査につい

て 

起案用紙  なし    

照会文案  なし    

調査要領  なし    

調査回答様式

及び記入例 

なし    

メール送付文

（案） 

国又は地

方公共団

体職員の

メールア

ドレス 

条例第 7条

第 6号 

なし  

中央新幹線品

川・名古屋間

事業概要 

なし    
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関係機関から

の回答メール 

(16)

リニア中

央新幹線

建設に係

る建設発

生土の受

入可能箇

所調査に

おける回

答機関、

受入回答

の内容及

び集計結

果 

条例第 7条

第 3号イ、

第 5号及び

第 6号 

全て 別記 6

及び 7

に掲げ

る部分

以外の

部分 

内部管理

用 URL 

条例第 7条

第 6号 

なし  

回答をまとめ

た集計表 

(17)

リニア中

央新幹線

建設に係

る建設発

生土の受

入可能箇

所調査に

おける回

答機関、

受入回答

の内容及

び集計結

果 

条例第 7条

第 3号イ、

第 5号及び

第 6号 

全て 別記 8 

及び 9

に掲げ

る部分

以外の

部分 

受入候補地箇

所図 

(18)

リニア中

央新幹線

建設に係

る建設発

生土の受

入可能箇

所調査に

おける回

答機関、

受入回答

の内容及

び集計結

果 

条例第 7条

第 3号イ、

第 5号及び

第 6号 

全て なし 
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文書 7 

リニア中央新

幹線 瀬戸市

での発生土受

け入れに関す

る説明会 

（ H28.11.22

及び H28.11. 

28） 

記録本体 

(19)

個人の氏

名 

条例第 7条

第 2号 

JR 東 海

等の社員

に係る部

分 

なし 

(20)

リニア中

央新幹線

瀬戸市で

の発生土

受け入れ

に関する

説明会の

内容 

条例第 7条

第 2号、第

3 号イ及び

第 5号 

全て なし 

主催者からの

配布資料 

なし    

別記 

１ 文書 1 の 1 ページ目の下から 9 行目 2 文字目から 32 文字目まで及び下か

ら 7行目 17 文字目から下から 6行目 24 文字目まで 

２ 文書 3 の 1 ページ目の下から 1 行目並びに 2 ページ目の 1 行目及び 3 行目

から 11 行目まで 

３ 文書 5の 1ページ目の下から 2行目 6文字目から 9文字目まで 

４(1) 文書 5 の 11 ページ目の「リニア中央新幹線建設発生土受入可能箇所調

査  集計表」のうち「建設事務所管内」欄、「市町村」欄及び「主な事

業」欄の 2段目から 16 段目まで 

(2) 文書 5 の 12 ページ目の「リニア中央新幹線建設発生土受入可能箇所調

査 一覧表」のうち「事業者」欄、「事業名」欄、「路線（地区）等の名

称」欄及び「場所」欄の 1 段目から 6 段目まで及び 8 段目から 32 段目ま

で、「受入条件」欄の 15 段目並びに「備考」欄の 9 段目から 11 段目まで、

28 段目及び 32 段目 

(3) 文書 5の 13 ページ目の不開示部分  

５ 文書 5 の 12 ページ目の「リニア中央新幹線建設発生土受入可能箇所調査 

一覧表」のうち「受入条件」欄の 7段目 

６(1)  文書 6の 22 ページ目及び 23 ページ目の不開示部分 
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(2)  文書 6 の 24 ページ目の表のうち「事業者」欄、「事業名」欄、「路線

（地区）等の名称」欄、「場所」欄及び「担当者」欄の 1 段目から 7 段目

まで並びに「備考」欄の 2段目から 4段目まで 

(3)  文書 6の 25 ページ目の不開示部分 

(4)  文書 6 の 26 ページ目の表のうち「事業者」欄、「事業名」欄、「路線

（地区）等の名称」欄、「場所」欄及び「担当者」欄の 1 段目から 6 段目

まで及び 8段目から 10 段目まで 

(5)  文書 6の 27 ページ目から 29 ページ目までの不開示部分 

(6)  文書 6 の 30 ページ目の表のうち「事業者」欄、「事業名」欄、「路線

（地区）等の名称」欄、「場所」欄、「受入条件」欄及び「担当者」欄の 1

段目 

(7) 文書 6の 31 ページ目から 34 ページ目までの不開示部分 

(8)  文書 6 の 35 ページ目の表のうち「事業者」欄、「事業名」欄、「路線

（地区）等の名称」欄、「場所」欄及び「担当者」欄の 1段目 

(9)  文書 6の 36 ページ目から 38 ページ目までの不開示部分 

(10) 文書 6 の 39 ページ目の表のうち「事業者」欄、「事業名」欄、「路線

（地区）等の名称」欄、「場所」欄及び「担当者」欄の 1段目 

(11) 文書 6の 40 ページ目の不開示部分 

(12) 文書 6 の 41 ページ目の表のうち「事業者」欄、「事業名」欄、「路線

（地区）等の名称」欄、「場所」欄及び「担当者」欄の 1段目及び 2段目 

(13) 文書 6の 42 ページ目から 45 ページ目までの不開示部分 

(14) 文書 6 の 46 ページ目の表のうち「事業者」欄、「事業名」欄、「路線

（地区）等の名称」欄、「場所」欄及び「担当者」欄の 1 段目から 3 段目

まで 

(15) 文書 6の 47 ページ目から 50 ページ目までの不開示部分 

(16) 文書 6 の 51 ページ目の表のうち「事業者」欄、「事業名」欄、「路線

（地区）等の名称」欄、「場所」欄及び「担当者」欄の 1 段目から 7 段目

まで並びに「備考」欄の 3段目 

(17) 文書 6の 52 ページ目及び 53 ページ目の不開示部分 

(18) 文書 6 の 54 ページ目の表のうち「事業者」欄、「事業名」欄、「路線

（地区）等の名称」欄、「場所」欄及び「担当者」欄の 1段目 

(19) 文書 6の 55 ページ目から 58 ページ目までの不開示部分 

(20) 文書 6 の 59 ページ目の表のうち「事業者」欄、「事業名」欄、「路線

（地区）等の名称」欄、「場所」欄及び「担当者」欄の 1段目及び 2段目 

(21) 文書 6の 60 ページ目から 67 ページ目までの不開示部分 

７ 文書 6の 26 ページ目の表のうち「受入条件」欄の 7段目から 10 段目まで 
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８(1) 文書 6 の 19 ページ目の表のうち「建設事務所管内」欄、「市町村」欄及び

「主な事業」欄の 2段目から 16 段目まで 

(2) 文書 6 の 20 ページ目の「リニア中央新幹線建設発生土受入可能箇所調

べ」のうち「事業者」欄、「事業名」欄、「路線（地区）等の名称」欄、「場

所」欄及び「担当者」欄の 1 段目から 6 段目まで及び 8 段目から 35 段目ま

で、「受入条件」欄の 18 段目並びに「備考」欄の 12 段目から 14 段目まで、

31 段目及び 35 段目 

９ 文書 6 の 20 ページ目の「リニア中央新幹線建設発生土受入可能箇所調べ」

のうち「受入条件」欄の 7段目から 10 段目まで 
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（審査会の処理経過） 

年 月 日 内                        容 

3 0 .  3 . 2 0 諮問（弁明書の写しを添付） 

3 0 .  5 . 2 1 審査請求人からの反論書の写しを実施機関から受理 

3 0 .  5 . 2 4 

(第 549 回審査会)
実施機関職員から不開示理由等を聴取 

3 0 .  6 . 2 1 

(第 551 回審査会)
審査請求人の意見陳述を実施 

同 日 審議 

3 0 .  8 . 2 1 

(第 555 回審査会)
審議 

3 0 .  9 . 2 7 

(第 557 回審査会)
審議 

3 0 . 1 1 . 2 7 

(第 561 回審査会)
審議 

3 1 .  2 . 2 2 

(第 568 回審査会)
審議 

3 1 .  3 . 1 5 答申 
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